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本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図 25000 及び電子地形図 20 万を複製したも

のである。 
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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

事業者の名称    ：日本風力エネルギー株式会社 

代表者の氏名    ：代表取締役 ラウル・リエンダ・セビージャ 

主たる事務所の所在地：東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 

オークラプレステージタワー 
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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

東日本大震災の経験や近年のエネルギー価格の高騰を受け、我が国では国民全般にエネルギー供

給に関する懸念や問題意識がこれまでになく広まったため、エネルギー自給率の向上や地球温暖化

の改善に資する再生可能エネルギーには、社会的に大きな期待が寄せられている。 

我が国では、令和 3年 10月 22日、「第 6次エネルギー基本計画」が発表された。第 6次エネルギ

ー基本計画では、2050 年カーボンニュートラル（2020 年 10 月表明）、2030 年度の温室効果ガス排

出量を 2013年度から 46％削減、更に 50％の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目標（2021年

4月表明）の実現に向け新たな方針を示している。 

また、日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服に向け、気候変動対策を進めながらも「S+3E

（安全性＋エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合）」という基本方針を前提にし

た取り組みが示されている。 

本事業を計画する福島県では、令和 3 年 12 月に「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン 2021

～持続可能な社会を目指して～」を策定している。基本方針の 2 つの視点「環境への負荷の少ない

低炭素・循環型社会への転換」、「復興（地域振興）」のもと、導入目標として、「2040年頃を目途に、

県内のエネルギー需要量の 100％以上に相当する量のエネルギーを再生可能エネルギーで生み出す」

を掲げている。陸上風力発電は、導入のための推進施策の一つとして取り上げ、大規模化やメンテ

ナンス方法の改善等により、今後一層の発電コスト低減が見込まれ、再エネの主力電源化に向けて、

大きな期待を寄せている。また、県内で製造された部品・技術が活用されるよう、技術開発支援や

ビジネスマッチングを進めるなど、県内企業の新規参入・事業拡大に向けた取組を推進するとして

いる。 

本事業は、上記の社会情勢に鑑み、再生可能エネルギーを利用した発電事業を行うことで、我が

国のエネルギー自給率の向上や地球環境問題の改善に寄与し、地域に対する社会貢献を通じた地元

の振興に資することを目的とする。 
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2.2 対象事業の内容 

2.2.1 特定対象事業の名称 

（仮称）下桶売風力発電事業※ 

 

2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力  ：37,800～40,000kW 

風力発電機の単機出力 ：4,200～8,000kW 

風力発電機の基数  ：5～9基 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

1. 対象事業実施区域の概要 

(1)対象事業実施区域の位置 

福島県いわき市川前町 鬼ヶ城山周辺（図 2.2-1参照） 

 

(2)対象事業実施区域の面積 

約 436.5ha（道路拡幅部分 58.8haを含む。） 

 

2.2.5 特定対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域 

福島県いわき市、双葉郡川内村 

 

2.2.6 特定対象事業実施区域の状況 

対象事業実施区域の状況として、写真撮影位置及び撮影方向は図 2.2-2、状況写真は図 2.2-

3 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 
※ 本事業は「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 4 条第 6 項の規定により、第二種事業として方法書から

環境影響評価手続きを実施するものである。 
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図 2.2-1(1) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（広域）  

「国土数値情報（行政界データ）」（国土交通省

HP、閲覧：令和 6 年 9 月）     より作成 
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図 2.2-1(2) 対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（衛星写真）  

注：衛星写真の撮影年月は 2007 年 2 月、2013 年

4 月である。 
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図 2.2-1(3) 対象事業実施区域の位置及び周囲の状況 

「令和 3 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一

般交通量調査結果（国土交通省 HP、閲覧：令和 6

年 9 月）             より作成 
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図 2.2-1(4) 対象事業実施区域の位置及び周囲の状況（拡大図） 

「令和 3 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一

般交通量調査結果（国土交通省 HP、閲覧：令和 6

年 9 月）、「基盤地図情報ダウンロードサービス」

（国土地理院 HP、閲覧：令和 7 年 1 月） 

                 より作成 
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図 2.2-2 写真撮影位置及び撮影方向  

「基盤地図情報ダウンロードサービス」（国土地

理院 HP、閲覧：令和 7 年 1 月） 

                 より作成 
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1 2 
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図 2.2-3 対象事業実施区域の状況写真 （撮影日：令和 6 年 10 月 7 日）  

北西側から事業区域方面。既設送電線が見える。 北側から事業区域方面。中央部の山が区域。  

北東側から事業区域方面。道路幅は約 2m。 南西側から事業区域方面。中央部が鬼ｹ城山。  

東側から事業区域方面。道路幅は約 2.5m。 東側県道から事業区域方面。中央部の山が区域。 

事業区域内南部から北西方面。土仮置場利用跡。 事業区域内南部から西方面。道路幅は約 3m。 
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2.2.7 特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

1. 発電所の設備の配置計画 

現段階における風力発電機の配置計画は図 2.2-1のとおりである。 

風力発電機の設置位置は、今後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等

を踏まえ最終的に決定する。 

 

2. 発電機 

設置を予定している風力発電機の概要は表 2.2-1、外形図は図 2.2-4 のとおりである。 

 

表 2.2-1 風力発電機の概要 

項 目 諸 元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
4,200kW～8,000kW 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
最小 136m～最大 182m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
最小 112m～最大 120m 

風力発電機高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
最小 180m～最大 211m 

 

 

 

図 2.2-4 風力発電機の外形図 
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風力発電機の基礎構造は今後の地質調査や構造設計結果により決定するが、一例として、図

2.2-5(1)に杭打ちありの場合、図 2.2-5(2)に杭打ちなしの場合を示す。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

図 2.2-5(1) 風力発電機の基礎構造図の例（杭打ちありの場合） 

（単位：mm） 

注：ここに示した基礎構造は一例であり、今後の地質調査等の結果を踏まえて決定する。  
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図 2.2-5(2) 風力発電機の基礎構造図の例（杭打ちなしの場合） 

 

風力発電機はメーカーの工場内にて塗料を塗布した状態で納入されるため、建設時の塗装は実

施しない。また、再塗装を行う必要性が生じた際は、使用する塗料の量を可能な限り少なくし、対

象物以外に付着しないよう養生して作業するものとする。 

 

 

3. 変電施設及び送電線 

変電所を配置する予定であるが、配置については対象事業実施区域外で検討中である。 

対象事業実施区域の周囲における電気系統は、図 2.2-6のとおりである。  

注：ここに示した基礎構造は一例であり、今後の地質調査等の結果を踏まえて決定する。  

 

（単位：mm） 
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図 2.2-6 対象事業実施区域の周囲における電気系統  

「環境アセスメントデータベース」（環境省 HP、

閲覧:令和 6 年 9 月）        より作成 
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2.2.8 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化する

こととなるもの 

1. 工事に関する事項 

(1)工事概要 

風力発電事業における主な工事を以下に示す。 

・造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事 

・据付工事 ：風力発電機据付工事（輸送含む。） 

・電気工事  ：送電線工事、所内送電線工事、変電所工事、風力発電機電気工事 

 

(2)工事期間の概要 

工事期間の概要は、以下を予定している。 

建設工事期間：2030年 6月頃～2032年 3月頃（予定） 

試験運転期間：2032年 4月頃～2032年 7月頃（予定） 

営業運転開始：2032年 8月頃（予定） 

 

(3)工事工程の概要 

工事工程の概要は、表 2.2-2 のとおりである。なお、冬季は積雪のため、電気工事を除き工事

を実施しない。 

 

表 2.2-2 工事工程の概要 

注：工事工程は現時点の想定であり、今後変更する可能性がある。 

  

着工後の年数 
1 年目 2 年目 3 年目 

2030 年 2031 年 2032 年 

月 3    6   9    12     3     6     9     12    3     6     9 
造成・基礎工

事等 

機材搬入路及びアク

セス道路整備 

            

ヤード造成 
            

基礎工事 
            

据付工事 風力発電機据付工事

（輸送含む。） 

            

電気工事 送電線工事 
            

所内送電線工事 
            

変電所工事 
            

風力発電機電気工事 
            

試験運転 
            

営業運転 
            



 

 

15 

(4)主要な工事の方法及び規模 

①  造成・基礎工事及び据付工事等 

a. 造成・基礎工事及び据付工事 

対象事業実施区域の機材搬入路及びアクセス道路、並びに風力発電機組立用作業ヤード

（一部、供用後のメンテナンス用ヤードとしても使用する。）の樹木伐採や整地、風力発電

機建設地における基礎地盤の掘削工事などを行う。 

なお、機材搬入路及びアクセス道路工事については、一部新設があるが、既存道路の拡

幅が主であり、大規模な改変はしない計画である。また、改変面積を可能な限り少なくす

るとともに土工量の削減に努め、樹木伐採等を抑える計画である。詳細は今後の各種輸送

調査結果を踏まえ決定する。 

 

b. 緑化に伴う修景計画 

改変部分のうち、切盛法面は可能な限り造成時の表土の活用、もしくは在来種による緑

化（種子吹付け等）を実施することにより、法面保護並びに修景等に資する計画であり、今

後土地管理者及び関係機関とも協議の上決定する。 

 

c. 改変面積及び土量 

現段階で概算として想定している改変面積及び土量は表 2.2-3 のとおりである。また、

改変区域は図 2.2-7 のとおりである。 

 

表 2.2-3 改変面積及び土量等 

対象事業実施区域 改変面積 樹木伐採面積 切土量 盛土量 

約 436.5ha 

(約 4,365,000m2) 

約 22.06ha 

(約 220,576m2) 

約 22.06ha 

(約 220,576m2) 
約 406,223m3 約 390,388m3 

 

②  電気工事 

電気工事は、東北電力ネットワーク株式会社の電力系統へ連系させるための変電所工事、

変電所と各風力発電機を接続する所内送電線工事等を予定し、変電所から風力発電機まで

の送電線は、架線又は地下埋設させる計画である。 

 

2. 交通に関する事項 

(1)工事用道路 

大型部品（風力発電機等）の輸送ルートは図 2.2-8のとおりである。現段階では、相馬港又は

小名浜港からの複数案を検討中である。また、大型部品（風力発電機等）の積替え場の選定に

当たっては、周辺環境や広さ等を考慮し適切な場所を計画する。 

また、工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ル

ートは、図 2.2-9 のとおりである。建設工事に伴い、土石を移動するダンプトラックが走行す

る。また、風力発電機基礎工事の際には基礎コンクリート打設のためのミキサー車及びポンプ

車が走行する。工事最盛期は 1 日当たり最大、ダンプトラック 125 台が往復、ミキサー車等 76

台が往復すると想定している。 

なお、上記の輸送ルート・走行ルートは現時点での想定であり、今後、関係機関等との協議
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により確定する。対象事業実施区域の機材搬入路は既存道路を利用する計画であるが、その整

備に当たっては、近隣住民に対し事前に十分な説明を行う予定である。 

対象事業実施区域における既存道路のカーブ部分の拡幅等（伐採・造成・鉄板敷設等）は可能な

限り少なくし、各風力発電機の設置予定位置に至るアクセス道路を整備する。なお、上記の輸送ル

ート及び工事関係車両の主要な走行ルートは現時点での想定であり、調査や今後の関係機関等と

の協議により確定する。 

 

(2)工事用資材等及び大型部品（風力発電機等）の運搬の方法及び規模 

大型部品（風力発電機等）は、船舶にて相馬港又は小名浜港まで海上輸送し、陸揚げ後、特殊車

両（トレーラー等）にて対象事業実施区域まで輸送する計画である。なお、特殊車両による大型部

品の陸上輸送は、夜間に実施する。 

また、積み替えの有無は検討中であるが、仮に積み替えを実施する場合であっても、積み替え

場所は土地の改変を伴わず、かつ近隣に民家がない場所を選定する予定である。 
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図 2.2-7 改変区域 

「令和 3 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一

般交通量調査結果」（国土交通省 HP、閲覧：令和

6 年 9 月）、「基盤地図情報ダウンロードサービ

ス」（国土地理院 HP、閲覧：令和 7 年 1 月） 

                 より作成 
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図 2.2-8 大型部品（風力発電機等）の輸送ルート
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図 2.2-9 工事関係車両の主要な走行ルート  
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3. その他の事項 

(1)工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定である。 

 

(2)工事中用水の取水方法及び規模 

工事中の用水は、給水車により現地への必要容量の搬入を予定しており、散水及び車両洗浄等

に使用する。なお、これらの用水の調達先は未定である。 

 

(3)工事中の排水に関する事項 

①  雨水排水 

降雨時の排水は、各ヤードや機材搬入路及びアクセス道路近くに設置する沈砂池に集水し、

土砂を沈降させながら地下に自然浸透させる等、適切な処理を行うとともに、ふとん籠等を介

して流速を抑えた上で拡散して自然放流することを計画している。また、沈砂池からの排水は

上澄みのみを排水するとともに、適宜、沈砂池内を浚渫し、貯砂能力を維持する。 

 

②  生活排水 

対象事業実施区域もしくはその近隣に設置予定の仮設工事事務所には、水道施設を設置しな

いため、汚濁の原因となるような生活排水は発生しない。また、仮設トイレを設置する。 

 

(4)土地利用に関する事項 

今後の風況調査や環境調査を踏まえて改変区域を検討する際には、関係機関と協議の上、既存

道路を有効に活用し、土地改変面積を可能な限り少なくするよう検討する。 

 

(5)樹木伐採の場所及び規模 

造成工事においては既存道路を活用することにより改変区域を低減し、樹木伐採の低減化

を図る計画である。改変区域の低減については、今後の概略設計及び詳細設計において検討を

行う。伐採した樹木は、対象事業実施区域外で他社に委託して処分する予定であり、対象事業

実施区域内でのチップ化は想定していない。 

 

(6)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず（伐採木含む。）

や金属くず、紙くず、廃プラスチック類、コンクリート殻、アスファルト殻等となるが、それ

ぞれの発生量は現時点で未定である。 

工事の実施に当たっては、廃棄物の発生量を低減するよう努めるとともに、産業廃棄物は

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、可能

な限り有効利用に努め、廃棄物の処分量を低減する。 

有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律

第 137 号）に基づき適正に処分する。 
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(7)残土に関する事項 

現時点において正確な発生量は未定であるが、造成工事においては土量収支の均衡に努め、

残土の発生量を可能な限り少なくするように努める。もし残土が発生した場合には、専門処理

業者が運営する対象事業実施区域外の処分場に搬出し適切に処分することを検討する。残土

に基準値以上の放射線物質を含有する場合は、関係法令に則って適切に処分する必要がある

ため、搬出先などは未定である。 

 

(8)材料採取の場所及び量 

工事に使用する骨材は、市販品を利用することから、土砂及び骨材採取は行わない予定であ

る。 

 

(9)対象事業実施区域の周囲における風力発電事業 

対象事業実施区域の周囲における風力発電事業は、表 2.2-4及び図 2.2-10のとおりである。 

 

表 2.2-4 対象事業実施区域の周囲における風力発電事業 

発電施設名 事業者名 発電所出力 備考 

1 いわきの里鬼ヶ城の風力発電施設 福島県いわき市 
100kW 

（100kW×1 基） 
稼働開始：2006 年 3 月 

2 ユーラス滝根小白井ウインドファーム 
合同会社ユーラスエナ

ジー滝根小白井 

46,000kW 

（2,000kW×23 基） 
稼働開始：2010 年 12 月 

3 桧山高原風力発電所 
株式会社ジェイウイン

ド 

28,000kW 

（2,000kW×14 基） 
稼働開始：2011 年 2 月 

4 （仮称）阿武隈風力発電事業 福島復興風力合同会社 
147,000kW 

（3,200kW×46 基） 
工事着手：2022 年 4 月 

5 （仮称）川内鬼太郎山風力発電事業 
川内復興エナジー合同

会社 

40,799kW 

（4,300kW×10 基） 
工事着手：2022 年 11 月 

6 （仮称）神楽山風力発電事業 
いわき神楽山復興エナ

ジー合同会社 

68,800kW 

（4,300kW×16 基） 
工事着手：2023 年 7 月 

7 （仮称）阿武隈南部風力発電事業 
あぶくま南風力発電合

同会社 

89,600kW 

（3,200kW×28 基） 
工事着手：2023 年 10 月 

8 いわき三和風力発電事業 
いわき三和ウィンドエ

ナジー合同会社 

34,000kW 

（4,200kW×9 基） 
環境影響評価手続段階：評価書 

9 （仮称）芝山・大黒山風力発電事業 ＨＳＥ株式会社 
51,000kW 

（4,200kW×13 基） 
環境影響評価手続段階：評価書 

10 CEF 福島黒佛木ウィンドファーム事業 
クリーンエナジーファ

クトリー株式会社 

65,000kW 

（2,500kW×26 基） 

環境影響評価手続段階：方法書 

(経産大臣勧告は 2012.11.30) 

  
「環境アセスメント事例情報」（環境省 HP、閲覧:令和 7 年 1 月）        

「環境影響評価実施案件」（福島県 HP、閲覧:令和 7 年 1 月） より作成 
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図 2.2-10(1) 対象事業実施区域の周囲における風力発電事業  

「環境アセスメントデータベース」（環境省 HP、

閲覧:令和 6 年 9 月）        より作成 

注：他事業までの距離は、風力発電機の位置から

の距離である。 
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図 2.2-10(2) 対象事業実施区域の周囲における風力発電事業（拡大図）  

「環境アセスメントデータベース」（環境省 HP、

閲覧:令和 6 年 9 月）        より作成 

注：他事業までの距離は、風力発電機の位置から

の距離である。 
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4. 対象事業実施区域の設定根拠 

(1)基本的な考え方 

対象事業実施区域の設定に当たっては、まず検討対象エリアを設定し、同エリア内において、

各種条件により対象事業実施区域の絞り込みを行った。検討フローは図 2.2-11 のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-11 対象事業実施区域の検討フロー 

  

(2)風況の状況の確認（図 2.2-13 参照） 

局所風況マップから、風況の状況を確認した。 
事業性配慮 

(1)検討対象エリアの設定（図 2.2-12 参照） 

対象となる検討範囲を設定した。 

環境配慮 
(5)環境保全上留意が必要な場所の確認（図 2.2-16 参照） 

配慮が特に必要な施設（学校、医療機関及び福祉施設）及び住宅等

の状況を確認した。 

規制配慮 

(4)法令等の制約を受ける場所の確認（図 2.2-15 参照） 

法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区、

保安林、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域）の状況を確認した。 

事業性配慮 

(6)対象事業実施区域等の設定（図 2.2-17 参照） 

上記(1)～(5)を踏まえ、対象事業実施区域及び風力発電機の設置

予定位置を設定した。 

(3)社会インフラ整備状況の確認（図 2.2-14 参照） 

既存道路の状況を確認した。 
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(2)対象事業実施区域の設定根拠 

①  検討対象エリアの設定 

検討対象エリアは図 2.2-12 のとおりである。福島県いわき市鬼ヶ城山周辺の稜線上を中

心とする地域を検討対象エリアとした理由を以下に示す。 

 

②  風況条件の確認 

検討対象エリアにおける風況は図 2.2-13 のとおりである。 

「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）に

よると、地上高 70m における年平均風速は 6.0m/s 以上であり、地上高 30m における年平均

風速は 5.0m/s 以上である。検討対象エリアには、好風況が見込まれる地域が分布している

（地上高 30m における年平均風速が約 5m/s 以上※）。 

 

③  社会インフラ整備状況の確認 

社会インフラ整備状況は図 2.2-14 のとおりである。主要地方道 36 号（小野富岡線）が利

用可能であり、大型部品（風力発電機等）の輸送及び工事関係車両の主要な走行ルートと

して利用することにより、道路の新設による改変面積を低減することが可能である。  

 

④  法令等の制約を受ける場所の確認 

法令等の制約を受ける場所の分布状況は図 2.2-15 のとおりである。 

・検討対象エリアには、鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区が存在する。 

・検討対象エリアには、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域が存在する。 

・検討対象エリアには、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在する。 

・検討対象エリアには、保安林が存在することから、事業の実施に当たっては必要に応じ

て関係機関と協議を実施する。 

  

 
※ 好風況の条件について、「風力発電導入ガイドブック（2008 年 2 月改訂第 9 版）」（NEDO：国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構、平成 20 年）において、有望地域の抽出条件として、局所風況マップ（地上高

30m）において年平均風速が 5m/s 以上、できれば 6m/s 以上の地域と記載されている。 



 

 

26 

⑤  環境保全上留意が必要な場所の確認 

配慮が特に必要な施設及び住宅等の分布状況は図 2.2-16 及び表 2.2-5 のとおりである。 

・検討対象エリアには、配慮が特に必要な施設（学校、医療機関及び福祉施設）は存在し

ない。 

・検討対象エリアには住宅等が存在することから、住宅等の周囲 500m の範囲※について

は、風力発電機の設置予定位置から除外した。 

なお、騒音は、離隔距離以外に地形等も影響するため、500m の離隔はあくまで絞り

込みに当たっての目安であり、今後、現地調査を踏まえて必要な離隔を確保する。 

 

表 2.2-5 対象事業実施区域周囲における住宅等の分布 

対象事業実施区域からの距離（km） 住宅等（戸） 

0.0 より大きい～0.5 以下 9 

0.5 より大きい～1.0 以下 36 

1.0 より大きい～1.5 以下 50 

1.5 より大きい～2.0 以下 48 

合計（0.0 より大きい～2.0 以下） 143 

 

 

 

 

⑥  対象事業実施区域等の設定 

「①検討対象エリアの設定」から「⑤環境保全上留意が必要な場所の確認」までの検討経

緯を踏まえ、図 2.2-17 のとおり「対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置」を設

定した。 

大型部品（風力発電機等）の輸送及び工事関係車両の走行時に既存道路の拡幅によって

改変が及ぶ可能性がある範囲が存在することを考慮し、既存の取付道路（対象事業実施区

域に至る道路）についても対象事業実施区域に含めることとした。 

  

 
※ 「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（環境省総合環境政策局、

平成 23 年）によると、風力発電機から 300m 以上 400m 未満までの距離にある民家において継続している苦情等

が最も多く発生している調査結果が報告されていることから、概ね 400m 未満になると影響が懸念される。ゆえ

に、本事業では最低でも 500m の離隔を確保することとした。 

「ゼンリン住宅地図 いわき市 4（四倉・久之浜・大久・小川・三

和・川前）」（株式会社ゼンリン、令和 6 年 5 月）、「ゼンリン住宅

地図 川内村」（株式会社ゼンリン、令和 5 年 6 月） より作成 
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図 2.2-12 検討対象エリア  

「国土数値情報（行政界データ）」（国土交通省

HP、閲覧：令和 6 年 9 月）     より作成 
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図 2.2-13(1) 風況の状況（地上高 70m）

「局所風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令和 6 年 9

月）               より作成 
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図 2.2-13(2) 風況の状況（地上高 30m）  

「局所風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令和 6 年 9

月）               より作成 
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図 2.2-14 社会インフラ整備状況  

「令和 3 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一

般交通量調査結果（国土交通省 HP、閲覧：令和 6

年 9 月）             より作成 
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図 2.2-15 法令等の制約を受ける場所  

「磐城森林計画区 第 6 次国有林野施業実施計

画図」（関東森林管理局、令和 4 年）、「ふくしま

森まっぷ」（福島県 HP、閲覧：令和 6 年 9 月）、

「環境アセスメントデータベース（砂防指定

地）」（環境省 HP、閲覧：令和 6 年 9 月）、「福島

県土砂災害情報システム」（福島県 HP、閲覧：令

和 6 年 9 月）           より作成 
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図 2.2-16 環境保全上留意が必要な場所（配慮が特に必要な施設及び住宅等）  

「ゼンリン住宅地図 いわき市 4（四倉・久之浜・

大久・小川・三和・川前）」（株式会社ゼンリン、

令和 6 年 5 月）、「ゼンリン住宅地図 川内村）」

（株式会社ゼンリン、令和 5 年 6 月） 

          より作成 



 

 

33 

 

図 2.2-17(1) 対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置（図 2.2-13(1)との重ね合わせ）  

注：図に示す情報の出典は図 2.2-13 と同様である。 
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図 2.2-17(2) 対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置（図 2.2-13(2)との重ね合わせ）  

注：図に示す情報の出典は図 2.2-13 と同様である。 
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図 2.2-17(3) 対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置（図 2.2-14 との重ね合わせ） 

注：図に示す情報の出典は図 2.2-14 と同様である。 
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図 2.2-17(4) 対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置（図 2.2-15 との重ね合わせ）  

注：図に示す情報の出典は図 2.2-15 と同様である。 
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図 2.2-17(5) 対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置（図 2.2-16 との重ね合わせ）  

注：図に示す情報の出典は図 2.2-16 と同様である。 
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図 2.2-17(6) 対象事業実施区域及び風力発電機の設置予定位置 
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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況（以下「地域特性」という。）

について、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。 

対象事業実施区域及びその周囲における主な地域特性は表 3-1、関係法令による規制状況のまと

めは表 3-2 のとおりである。 

表 3-1 主な地域特性 

環境要素の 

区   分 
主な地域特性 

大気環境 ・対象事業実施区域の周囲の船引地域気象観測所における令和 5 年の年平均気温は 12.5℃、

年降水量は 991.5mm、年平均風速は 1.7m/s、年間日照時間は 2,221.9 時間であり、川内地

域気象観測所における令和 5 年の年平均気温は 12.3℃、年降水量は 1,299.5mm、年平均風

速は 1.2m/s、年間日照時間は 2,144.1 時間であり、小野新町地域気象観測所における令和

5 年の年平均気温は 12.3℃、年降水量は 1,022.5mm、年平均風速は 1.2m/s、年間日照時間

は 2,202.7 時間であり、川前地域気象観測所における令和 5 年の年降水量は 1,175.5mm で

ある。 
・対象事業実施区域の周囲の大気測定局として、一般局の富岡局、楢葉局及び広野局が設置され

ている。令和 4年度の測定結果について、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、微小粒子

状物質は環境基準に適合しているが、光化学オキシダントは適合していない。 

・対象事業実施区域及びその周囲において環境騒音、自動車騒音、環境振動及び道路交通振動の

測定は実施されていない。 

・風力発電機から最寄りの住宅等までの距離は約 0.6kmである。対象事業実施区域及びその周囲に

配慮が特に必要な施設はない。 

水環境 ・対象事業実施区域及びその周囲に、木戸川水系の二級河川である小白井川、夏井川水系の普通

河川である鹿又川等が流れている。 

・対象事業実施区域及びその周囲に湖沼はない。 

・対象事業実施区域及びその周囲の河川において、水質調査は実施されていない。 

・対象事業実施区域及びその周囲の地下水において、川内村上川内で継続監視調査が実施されて

おり、すべての調査項目で環境基準に適合している。 

その他の環境 ・対象事業実施区域の土壌は主に黒ボク土壌、褐色森林土壌等からなっている。 

・対象事業実施区域の地形は山地の中起伏山地、小起伏山地等からなっている。 

・対象事業実施区域及びその周囲の典型地形として、鍾乳洞の「あぶくま洞」、隆起準平原の「阿

武隈高地」等が存在する。 

・対象事業実施区域の表層地質は主に花崗岩、花崗閃緑岩等からなっている。 

・対象事業実施区域及びその周囲に農業地域及び森林地域が広く分布する。 

動物 

植物 

生態系 

・対象事業実施区域及びその周囲において、動物の重要な種は哺乳類 7 種、鳥類 82 種、爬虫類 9

種、両生類 11 種、昆虫類 54 種、魚類 25 種、底生動物 3 種及び陸産貝類 1 種の合計 192 種が確

認されている。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、植物の重要な種は 97 科 311 種が確認されている。 

・対象事業実施区域において、植生自然度 10 及び植生自然度 9 に該当する植生は分布しない。 

・対象事業実施区域の環境類型は、主に落葉広葉樹林、針葉樹林及び植林地で構成されている。 

景観 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

・対象事業実施区域及びその周囲における眺望点として、「鬼ヶ城山」、「いわきの里鬼ヶ城」等が

ある。 

・対象事業実施区域及びその周囲における景観資源として、非火山性孤峰の「矢大臣山」、峡谷・

渓谷の「夏井川渓谷」等がある。 

・対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場として、「鬼ヶ城

山」、「いわきの里鬼ヶ城」等が存在する。 

廃棄物等 ・福島県における令和 4 年度の産業廃棄物の排出量は 7,134 千 t であり、このうち 615 千 t が最終

処分されている。 

・対象事業実施区域から半径 50km の範囲に、産業廃棄物の中間処理施設が 149 か所、最終処分場

が 23 か所存在している。 

放射線の量 ・対象事業実施区域及びその周囲における令和 6 年 10 月 4 日から 1 週間の空間線量率の平均値は

0.053～0.085µSv/h である。 
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表 3-2 関係法令等による規制状況のまとめ 

区 

分 
法令等 地域地区等の名称 

指定等の有無 

いわき市 川内村 

対象事業

実施区域

及びその

周囲 

対象事業

実施区域 

土
地 

国土利用計画法 都市地域 ○ × ○ × 

農業地域 ○ ○ ○ ○ 

森林地域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 都市計画用途地域 ○ × × × 

公
害
防
止 

環境基本法 騒音類型指定 ○ × × × 

水域類型指定 ○ ○ × × 

騒音規制法 規制地域 ○ × × × 

振動規制法 規制地域 ○ × × × 

悪臭防止法 規制地域 ○ × × × 

土壌汚染対策法 要措置区域 × × × × 

形質変更時要届出区域 ○ × × × 

工業用水法 規制地域 × × × × 

建築物用地下水の採取の規制に関す

る法律 

規制地域 × × × × 

自
然
保
護 

自然公園法 国立公園 × × × × 

国定公園 × × × × 

福島県立自然公園条例 県立自然公園 ○ ○ ○ × 

自然環境保全法 自然環境保全地域 × × × × 

県自然環境保全地域 ○ ○ ○ × 

世界の文化遺産及び自然遺産の保護

に関する条約 

自然遺産 × × × × 

都市緑地法 緑地保全地域 × × × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律 

鳥獣保護区及び特別保護地区 ○ ○ ○ × 

絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律 

生息地等保護区 × × × × 

特に水鳥の生息地として国際的に重

要な湿地に関する条約 

特に水鳥の生息地として国際的に

重要な湿地 

× × × × 

文
化
財 

文化財保護法等 国指定史跡・名勝・天然記念物 ○ ○ ○※ ○※ 

県指定史跡・名勝・天然記念物 ○ × × × 

市村指定史跡・名勝・天然記念物 ○ ○ ○ × 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ ○ ○ 

景
観 

景観法 景観計画区域 × ○ ○ × 

都市計画法 風致地区 × × × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ × 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 ○ × ○ × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 ○ × × × 

土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特

別警戒区域 

○ ○ ○ × 

山地災害危険地区調査要領 山地災害危険地区 ○ ○ ○ ○ 

注：1.「○」は指定あり、「×」は指定なしを示す。 

2．「○※」は、所在地が区域を定めず指定した天然記念物の種のみの指定があることを示す。 
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第4章  対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

4.1 環境影響評価の項目の選定 

 環境影響評価の項目 

表 4.1-1 のとおり、本事業に係る環境影響評価の項目を選定した。 

 

表 4.1-1 環境影響評価の項目の選定 

 
 
 

影 響 要 因 の 区 分 
 
 
 
 
 
 
 

環 境 要 素 の 区 分 

工事の実施 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

大気環境 騒音及び超低

周波音 

騒音 ○ ○   ○ 

超低周波音     ○ 

振動 振動 ○     

水環境 水質 水の濁り   ○   

底質 有害物質      

その他の

環境 
地形及び地質 重要な地形及び地質    ○  

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価され

るべき環境要素 

動物 重要な種及び注目すべき生息地 

（海域に生息するものを除く。） 
  ○ ○ 

海域に生息する動物      

植物 重要な種及び重要な群落 

（海域に生育するものを除く。） 
  ○ ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系   ○ ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及び

評価されるべき環境

要素 

景観 主要な眺望点及び景観資源並び

に主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ合いの

活動の場 
主要な人と自然との触れ合いの

活動の場 
○   ○  

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 産業廃棄物   ○   

残土   ○   

一般環境中の放射性

物質について調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

放射線の量 粉じん等の発生に伴うもの ○ ○    

水の濁りの発生に伴うもの   ○   

産業廃棄物の発生に伴うもの   ○   

残土の発生に伴うもの   ○   

注：1.  は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所 別表第 6」に示す参考項目であり、 

  は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2.「○」は、対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目として選定した項目を示す。 
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 選定の理由 

環境影響評価の項目として選定する理由は、表 4.1-2 のとおりである。 

また、参考項目のうち環境影響評価の項目として選定しない理由は、表 4.1-3 のとおりであ

り、「発電所アセス省令」第 21 条第 4 項に規定する参考項目として選定しない場合の考え方の

うち、第 1 号、第 2 号又は第 3 号のいずれの理由に該当するかを示した。 
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表 4.1-2(1) 環境影響評価の項目として選定する理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大

気

環

境 

騒音及び

超低周波

音 

騒音 工事用資材等の搬出

入 

工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートの沿道に

住宅等が存在することから、選定する。 

建設機械の稼働 対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選

定する。 

施設の稼働 対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選

定する。 

超低周波音 施設の稼働 対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選

定する。 

 振動 振動 工事用資材等の搬出

入 

工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートの沿道に

住宅等が存在することから、選定する。 

水

環

境 

水質 水の濁り 造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工時に雨水排水があることから、選定する。 

そ

の

他

の

環

境 

その他 地形及び地質 地形改変及び施設

の存在 

対象事業実施区域及びその周囲において、「日本の典型地形」

（（財）日本地図センター、平成 11 年）による典型地形が存在し

ていることから、選定する。 

風車の影 施設の稼働 対象事業実施区域及びその周囲に住宅等が存在することから、選

定する。 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地 

（海域に生息する

ものを除く。） 

造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生息する陸生動物

及び水生動物に影響が生じる可能性があることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在、施設の稼働 

地形改変及び施設の存在、施設の稼働により、改変区域及びその

周囲に生息する陸生動物及び水生動物に影響が生じる可能性が

あることから、選定する。 

植物 重要な種及び重

要な群落 

（海域に生育する

ものを除く。） 

造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生育する陸生植物

及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在 

地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生育す

る陸生植物及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、

選定する。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が生

じる可能性があることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在、施設の稼働 

地形改変及び施設の存在、施設の稼働により、改変区域及びその

周囲の生態系に影響が生じる可能性があることから、選定する。 

景観 主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺望景観 

地形改変及び施設の

存在 

地形改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景観資源並び

に主要な眺望景観に変化が生じる可能性があることから、選定す

る。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

工事用資材等の搬出

入 

工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートが、主要な

人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートに該当す

ることから、選定する。 

地形改変及び施設の

存在 

対象事業実施区域の周囲に主要な人と自然との触れ合いの活動

の場が存在し、地形改変及び施設の存在による影響が生じる可能

性があることから、選定する。 

廃棄物等 産業廃棄物 造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工に伴い産業廃棄物が発生するため、選定する。 

残土 造成等の施工による

一時的な影響 

造成等の施工に伴い残土が発生する可能性があるため、選定す

る。 
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表 4.1-2(2) 環境影響評価の項目として選定する理由 

項   目 

環境影響評価項目として選定する理由 
環境要素の区分 影響要因の区分 

放射線の量 粉じん等の

発生に伴う

もの 

工事用資材等の搬出

入 

対象事業実施区域及びその周囲において、過去に空間線量率の高

い地域が確認されており、放射線物質が一部残留している可能性

が否定できないため、工事用資材等の搬出入に伴い粉じん等の飛

散の可能性があることから、選定する。 

建設機械の稼働 対象事業実施区域及びその周囲において、過去に空間線量率の高

い地域が確認されており、放射線物質が一部残留している可能性

が否定できないため、工事の実施に伴い粉じん等の飛散の可能性

があることから、選定する。 

水の濁りの

発生に伴う

もの 

造成等の施工による一

時的な影響 
対象事業実施区域及びその周囲において、過去に空間線量率の高

い地域が確認されており、放射線物質が一部残留している可能性

が否定できないため、工事中の雨水排水があることから、選定す

る。 

産業廃棄物

の発生に伴

うもの 

造成等の施工による一

時的な影響 
対象事業実施区域及びその周囲において、過去に空間線量率の高

い地域が確認されており放射線物質が、一部残留している可能性

が否定できないため、造成等の施工に伴い放射性物質濃度が高い

産業廃棄物が発生する可能性があることから、選定する。 

残土の発生

に伴うもの 

造成等の施工による一

時的な影響 
対象事業実施区域及びその周囲において、過去に空間線量率の高

い地域が確認されており放射線物質が、一部残留している可能性

が否定できないため、造成等の施工に伴い放射性物質濃度が高い

残土が発生する可能性があることから、選定する。 
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表 4.1-3 環境影響評価の項目として選定しない理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定しない理由 根拠 

環境要素の区分 影響要因の区分 

水

環

境 

水質 水の濁り 建設機械の稼働 しゅんせつ工事等、河川水域における直接改変を行わず、水底

の底質の攪乱による水の濁りが発生しないことから、選定しな

い。 

建設機械の稼働により、車両に付着した土壌等による濁水及び

車両の巻き上げにより発生する濁水は、工事中の降雨時に発生

する可能性がある。それらの濁水は改変区域内で発生するた

め、タイヤ付着土壌の洗浄、濁水の適正処理等により改変区域

外への流出を防止するための環境保全措置を講じる計画であ

ることから、選定しない。 

第1号 

底質 有害物質 建設機械の稼働 水域への工作物等の設置及びしゅんせつ等の水底の改変を伴

う工事を行わず、水底の底質の攪乱が発生しないことから、選

定しない。また、対象事業実施区域は「土壌汚染対策法」（平

成 14 年法律第 53 号）に基づく要措置区域及び形質変更時要届

出区域に該当せず、有害物質の拡散はない。 

以上より、選定しない。 

第1号 

動物 海域に生息す

る動物 

造成等の施工によ

る一時的な影響 

海域におけるしゅんせつ工事を行わないことから、選定しな

い。 

第1号 

地形改変及び施設

の存在 

海域における地形改変及び施設の存在はないことから、選定し

ない。 

第1号 

植物 海域に生育す

る植物 

造成等の施工によ

る一時的な影響 

海域におけるしゅんせつ工事を行わないことから、選定しな

い。 

第1号 

地形改変及び施設

の存在 

海域における地形改変及び施設の存在はないことから、選定し

ない。 

第1号 

放射線の量 水の濁りの発

生に伴うもの 

建設機械の稼働 しゅんせつ工事等、河川水域における直接改変を行わず、水底

の底質の攪乱による水の濁りは発生しないことから、選定しな

い。 

建設機械の稼働により、車両に付着した土壌等による濁水及び

車両の巻き上げにより発生する濁水は、工事中の降雨時に発生

する可能性がある。それらの濁水は改変区域内で発生するた

め、タイヤ付着土壌の洗浄、濁水の適正処理等により改変区域

外への流出を防止するための環境保全措置を講じる計画であ

ることから、選定しない。 

第1号 

注：「発電所アセス省令」第 21 条第 4 項では、以下の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じ

参考項目を選定しないことができると定められている。 

第1号：参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 
第2号：対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存

在しないことが明らかである場合 
第3号：特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程

度が明らかな場合 
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 累積的な影響について 

風力発電事業に伴う環境影響を適切に把握するためには、風力発電機の配置や諸元等の情報

が必要となる。そのため、累積的な影響の検討に当たっては、既設の風力発電事業及び風力発

電機の配置や諸元等が確定している風力発電事業を対象候補とした。なお、「風力発電機の配

置や諸元等が確定」とは、準備書以降の手続において、他事業の事業者が設置する風力発電機

の配置と機種を確定した状態を指し、風力発電機の配置と機種が確定した状態であるかどうか

は、他事業者と協議の上、確認を行う。また、最も遠距離まで影響する項目は景観と考えられ

るため、離隔距離が垂直視野角 1 度（約 12.1km※）以上の事業については対象外とした。 

本事業の対象事業実施区域及びその周囲において、上記の条件に該当する風力発電事業であ

る、「いわきの里鬼ヶ城の風力発電施設」、「ユーラス滝根小白井ウインドファーム」、「（仮称）

川内鬼太郎山風力発電事業」、「（仮称）神楽山風力発電事業」、「（仮称）阿武隈南部風力発電事

業」の計 5 事業を本事業の累積的影響の予測検討対象候補とした。予測検討対象候補とした他

事業の概要は表 4.1-4、位置関係は図 4.1-1 のとおりである。なお、「CEF 福島黒佛木ウィンド

ファーム事業」は、現段階では準備書に進んでいないが、本事業の準備書作成前に準備書以降

に進んだ場合は予測検討対象候補とする。 

累積的な影響に係る環境影響評価の項目は、表 4.1-5 のとおりである。 

累積的な影響に係る環境影響評価の項目として選定する理由は表 4.1-6、選定しない理由は

表 4.1-7 のとおりであり、騒音、超低周波音、風車の影、動物（鳥類）、生態系及び景観につ

いて累積的な影響の予測を検討する。 

累積的な影響の予測の手法は、他事業者から提供される情報の内容により検討せざるを得な

いが、現段階では、「表 4.1-8 累積的な影響の予測手法の概要」に記載した手法を想定して

いる。このため、他事業者に対して、これらの予測に必要な情報の提供を求めていくものとす

る。 

  

 
※風力発電機の最大高さ 211m の場合の垂直視野角 1 度の距離。 
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表 4.1-4 累積的な影響の予測検討対象候補とした風力発電事業 

発電施設名 事業者名 発電所出力 備考 最短距離 
対象/ 

対象外 
対象外の理由 

1 

いわきの里鬼ヶ

城の風力発電施

設 

福島県いわき

市 

100kW 

（100kW×1 基） 

稼働開始： 

2006 年 3 月 
約 0.7km 対象  

2 

ユーラス滝根小

白井ウインドフ

ァーム 

合同会社ユー

ラスエナジー

滝根小白井 

46,000kW 

（2,000kW×23

基） 

稼働開始： 

2010 年 12 月 
約 2.4km 対象  

3 
桧山高原風力発

電所 

株式会社ジェ

イウインド 

28,000kW 

（2,000kW×14

基） 

稼働開始： 

2011 年 2 月 
約 12.5km 対象外 

離隔距離が垂直視野角

1 度（約 12.1km）以上 

4 
（仮称）阿武隈風

力発電事業 

福島復興風力

合同会社 

147,000kW 

（3,200kW×46

基） 

工事着手： 

2022 年 4 月 
約 13.8km 対象外 

離隔距離が垂直視野角

1 度（約 12.1km）以上 

5 

（仮称）川内鬼太

郎山風力発電事

業 

川内復興エナ

ジー合同会社 

40,799kW 

（4,300kW×10

基） 

工事着手： 

2022 年 11 月 
約 10.2km 対象  

6 
（仮称）神楽山風

力発電事業 

いわき神楽山

復興エナジー

合同会社 

68,800kW 

（4,300kW×16

基） 

工事着手： 

2023 年 7 月 
約 3.0km 対象  

7 
（仮称）阿武隈南

部風力発電事業 

あぶくま南風

力発電合同会

社 

89,600kW 

（3,200kW×28

基） 

工事着手： 

2023 年 10 月 
約 8.5km 対象  

8 
いわき三和風力

発電事業 

いわき三和ウ

ィンドエナジ

ー合同会社 

34,000kW 

（4,200kW×9 基） 

環境影響評価手

続段階：評価書 
約 15.1km 対象外 

離隔距離が垂直視野角

1 度（約 12.1km）以上 

9 

（仮称）芝山・大

黒山風力発電事

業 

ＨＳＥ株式会

社 

51,000kW 

（4,200kW×13

基） 

環境影響評価手

続段階：評価書 
約 17.1km 対象外 

離隔距離が垂直視野角

1 度（約 12.1km）以上 

10 

CEF 福島黒佛木

ウィンドファー

ム事業 

クリーンエナ

ジーファクト

リー株式会社 

65,000kW 

（2,500kW×26

基） 

環境影響評価手

続段階：方法書 

(経産大臣勧告

は 2012.11.30) 

約 3.1km 対象外 

準備書以降に進んでい

ない。なお、本事業の

準備書作成前に準備書

以降に進んだ場合は対

象とする。 

注： 1.候補とした事業においても、事業者から予測に必要な情報提供の協力が得られない場合は、対象としない。 

2.No.は、図 4.1-1 の番号に対応する。 
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表 4.1-5 累積的な影響に係る環境影響評価の項目の選定 

 
 
 

影 響 要 因 の 区 分 
 
 
 
 
 
 
 

環 境 要 素 の 区 分 

工事の実施 
土地又は工
作物の存在
及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

大気環境 騒音及び超低

周波音 

騒音 × ×   ○ 

超低周波音     ○ 

振動 振動 ×     

水環境 水質 水の濁り   ×   

底質 有害物質      
その他 

の環境 

地形及び地質 重要な地形及び地質    ×  
その他 風車の影     〇 

生物の多様性の確保及

び自然環境の体系的保

全を旨として調査、予

測及び評価されるべき

環境要素 

動物 重要な種及び注目すべき生息地 

（海域に生息するものを除く。） 
  × ○ 

海域に生息する動物      

植物 重要な種及び重要な群落 

（海域に生育するものを除く。） 
  × ×  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系   × ○ 

人と自然との豊かな触

れ合いの確保を旨とし

て調査、予測及び評価

されるべき環境要素 

景観 主要な眺望点及び景観資源並び

に主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ合いの

活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの

活動の場 ×   ×  

環境への負荷の量の程

度により予測及び評価

されるべき環境要素 

廃棄物等 産業廃棄物   ×   

残土   ×   

一般環境中の放射性物

質について調査、予測

及び評価されるべき環

境要素 

放射線の量 粉じん等の発生に伴うもの × ×    

水の濁りの発生に伴うもの   ×   

産業廃棄物の発生に伴うもの   ×   

残土の発生に伴うもの   ×   
注：1.  は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所 別表第 6」に示す参考項目であ

り、  は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2.「○」は、累積的な影響を検討することとした環境影響評価の項目を示す。 

3.「×」は、表 4.1-1 で環境影響評価の項目として選定しているが、累積的な影響を検討しないこととした 

環境影響評価の項目を示す。 
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表 4.1-6 累積的な影響に係る環境影響評価の項目として選定する理由 

項   目 
選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気環境 騒音及び超

低周波音 

騒音 施設の稼働 予測検討対象とした稼働中の他事業とは最短で 1km 未満

であるため、選定する。 

超低周波音 施設の稼働 予測検討対象とした稼働中の他事業とは最短で 1km 未満

であるため、選定する。 

その他

の環境 

その他 風車の影 施設の稼働 予測検討対象とした稼働中の他事業とは最短で 1km 未満

であるため、選定する。 

動物 重要な種及び注目す

べき生息地（海域に生

息するものを除く。） 

地形改変及び施

設の存在、施設

の稼働 

重要な種及び注目すべき生息地に対する影響は対象事業

実施区域近傍に限られるが、鳥類は広域に飛翔することか

ら、鳥類について選定する。 

生態系 地域を特徴づける

生態系 

地形改変及び施

設の存在、施設

の稼働 

地域を特徴づける生態系に対する影響は対象事業実施区

域近傍に限られるが、稼働中の他事業とは最短で 1km 未満

であるため、選定する。 

景観 主要な眺望点及び

景観資源並びに主

要な眺望景観 

地形改変及び施

設の存在 

本事業の垂直視野角 1 度の範囲内にある風力発電機の設

置位置及び高さの計画が明らかとなっている計画中の他

事業は、本事業で選定している主要な眺望点について、本

事業の風力発電機と同一の視野に入る可能性があること

から、選定する。 

 

 

表 4.1-7(1) 累積的な影響に係る環境影響評価の項目として選定しない理由 

項   目 
選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気環

境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音 工事用資材等の搬出

入 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであ

り本事業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しな

い。 

建設機械の稼働 予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであ

り本事業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しな

い。 

振動 振動 工事用資材等の搬出

入 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであ

り本事業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しな

い。 

水環境 水質 水の濁り 造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであ

り本事業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しな

い。 

その他

の環境 

地形及

び地質 

重要な地形及

び地質 

地形改変及び施設の

存在 

重要な地形及び地質に対する影響は対象事業実施区域の近傍

に限られることから、選定しない。 

動物 重要な種及び注目

すべき生息地（海

域に生息するもの

を除く。） 

造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであ

り本事業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しな

い。 

植物 重要な種及び重要

な群落（海域に生

育するものを除

く。） 

造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであ

り本事業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しな

い。 

地形改変及び施設の

存在 

重要な種及び重要な群落に対する影響は対象事業実施区域近

傍に限られることから、選定しない。 
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表 4.1-7(2) 累積的な影響に係る環境影響評価の項目として選定しない理由 

項   目 
選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

生態系 地域を特徴づける

生態系 

造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場 

工事用資材等の搬出

入 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

地形改変及び施設の

存在 

予測検討対象とした他事業のうち、稼働中の他事業は現況として扱

い累積的な影響の予測対象とはしないこと、また工事着手済みの他

事業とは離隔があることから、選定しない。 

廃棄物等 産業廃棄物 造成等の施工による

一時的な影響 

産業廃棄物は各事業において実行可能な範囲内で影響を回避又は

低減することが必要となる項目であることから、選定しない。 

残土 造成等の施工による

一時的な影響 

残土は各事業において実行可能な範囲内で影響を回避又は低減す

ることが必要となる項目であることから、選定しない。 

放射線の量 粉じん等の発生

に伴うもの 

工事用資材等の搬出

入 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

建設機械の稼働 予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

水の濁りの発生

に伴うもの 

造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

産業廃棄物の発

生に伴うもの 

造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

残土の発生に伴

うもの 

造成等の施工による

一時的な影響 

予測検討対象とした他事業は、稼働中又は工事着手済みであり本事

業の工事実施時期とは重複しないことから、選定しない。 

 

 

表 4.1-8 累積的な影響の予測手法の概要 

項   目 
累積的な影響の予測手法の概要 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気環境 騒音及び

超低周波

音 

騒音 施設の稼働 他事業及び本事業の風力発電機の諸元情報を基に、両者を合わ

せた影響を予測する。 

超低周波音 施設の稼働 他事業及び本事業の風力発電機の諸元情報を基に、両者を合わ

せた影響を予測する。 

その他

の環境 

その他 風車の影 施設の稼働 他事業の風力発電機の位置、大きさの情報を基に、本事業で設

置する風力発電機による影響範囲との重なりを把握する。 

動物 重要な種及び注目

すべき生息地（海域

に生息するものを

除く。） 

地形改変及び施

設の存在、施設

の稼働 

鳥類について、他事業及び本事業の風力発電機の諸元情報を基

に、両者を合わせた衝突リスクを解析し、影響を予測する。 

生態系 地域を特徴づける

生態系 

地形改変及び施

設の存在、施設

の稼働 

他事業及び本事業の風力発電機の諸元情報を基に、両者を合わ

せた行動圏解析を行い、影響を予測する。 

景観 主要な眺望点及び

景観資源並びに主

要な眺望景観 

地形改変及び施

設の存在 

他事業の風力発電機の位置、大きさの情報を基に、本事業で設

置する風力発電機と合わせたにフォトモンタージュを作成す

る。 
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図 4.1-1 対象事業実施区域の周囲における風力発電事業との位置関係 

 

注：1.図中に風力発電機の設置予定位置と他事業

との距離を記載し、予測検討対象とした他

事業については、事業名に着色を行った。 

注：2.他事業までの距離は、風力発電機の位置か

らの距離である。 

 
「環境アセスメントデータベース」（環境省 HP、

閲覧:令和 6 年 9 月）        より作成 
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4.2 調査、予測及び評価の手法の選定 

4.2.1 調査、予測及び評価の手法 

環境影響評価の項目として選定した項目に係る調査、予測及び評価の手法は、表 4.2-1 のと

おりである。 

なお、「2.2.8 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化す

ることとなるもの 3．その他の事項 (9)対象事業実施区域の周囲における風力発電事業」に

おける、他事業と本事業との累積的な影響については、環境影響を受けるおそれのある他事業

を対象とし、騒音、超低周波音、風車の影、動物（鳥類）、生態系及び景観について、今後の環

境影響評価の手続きの中で検討する。 

 

4.2.2 選定の理由 

調査、予測及び評価の手法は、一般的な事業の内容と本事業の内容との相違を把握した上で、

「発電所アセス省令」第 23 条第 1 項第 6 号「風力発電所 別表第 12」に掲げる参考手法を勘

案しつつ、「発電所アセス省令」第 23 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき、必要に応じて簡略

化された手法又は詳細な手法を選定した。 

なお、調査、予測及び評価の手法の選定に当たっては、「発電所アセスの手引」を参考にした。 
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表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒 

音 

工事用資材

等の搬出入 
1.調査すべき情報 

(1) 道路交通騒音の状況 

(2) 沿道の状況 

(3) 道路構造の状況 

(4) 交通量の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64

号）に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）に基

づいて等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析

を行う。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査する。 

(3) 道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確

認及びメジャーによる測定を行う。 

(4) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」（国土交通省、令和 5 年）等による情報の収集

並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

一般的な手法と

した。 

3.調査地域 

工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」とい

う。）の主要な走行ルートの沿道とする。 

騒音に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す工事関係車

両の主要な走行ルート沿いの 3 地点（沿道 1～沿道 3）とする。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(4) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿

道とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」と同じ地点とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの沿道地点を

対象とした。 
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表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

  

 
※ 小型車換算交通量とは、大型車 1 台の騒音パワーレベルが小型車 5.50 台（定常走行区間及び非定常走行区間）に

相当する（ASJ RTN-Model 2023：日本音響学会 参照）ことから、大型車 1 台を小型車 5.50 台として換算した交

通量である。 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒 

音 

工事用資材

等の搬出入 

5.調査期間等 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6～22 時）に各 1 回実施する。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

(3) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

(4) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間と同様とする。 

工事関係車両の

走行による騒音

の状況を把握で

きる時期及び期

間とした。 

6.予測の基本的な手法 

一般社団法人日本音響学会が提案している「道路交通騒音予測

モデル（ASJ RTN-Model 2023）」により、等価騒音レベル（LAeq）を

予測する。 

一般的に騒音の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 道路交通騒音の状況」と同じ、現地調査を

実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 3 地点（沿道 1～

沿道 3）とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の小型車換算交通量※の合計が

最大となる時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入による騒音に関する影響が、実行可能な

範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64

号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかど

うかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づく

手法とした。 
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表 4.2-1(3) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒 

音 

建設機械の

稼 働 
1.調査すべき情報 

(1) 環境騒音の状況 

(2) 地表面の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64

号）に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）及び

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）

に基づいて等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び

解析を行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音

及び人の話し声等の一過性の音については、測定データから除外

する。なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存

在する音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するた

め、マイクロホンには防風スクリーンを装着する。 

また、参考として気象の状況（地上高 1.2m の気温、相対湿度、

風向及び風速）についても調査する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査す

る。 

一般的な手法と

した。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

騒音に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実

施区域の周囲の 5 地点（騒音 1～騒音 5）とする。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

対象事業実施区

域の周囲におけ

る住宅等を対象

とした。 

5.調査期間等 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

平日の昼間（6～22 時）に 1 回実施する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

建設機械の稼働

による騒音の状

況を把握できる

時期及び期間と

した。 

6.予測の基本的な手法 

一般社団法人日本音響学会が提案している「建設工事騒音の予

測モデル（ASJ CN-Model 2007）」により、等価騒音レベル（LAeq）

を予測する。 

一般的に騒音の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地域と

した。 

8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施

する対象事業実施区域の周囲の 5 地点（騒音 1～騒音 5）とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地点と

した。 
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表 4.2-1(4) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒 

音 

建設機械の

稼 働 
9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による騒音に係る影響が最大

となる時期とする。 

建設機械の稼働

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働による騒音に関する影響が、実行可能な範囲内

で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づく

手法とした。 
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表 4.2-1(5) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒 

音 

施設の稼働 1.調査すべき情報 

(1) 環境騒音の状況 

(2) 地表面の状況 

(3) 風況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64

号）に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）、「騒

音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）及び

「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、

平成 29 年）に基づいて昼間及び夜間の等価騒音レベル（LAeq）及

び時間率騒音レベル（LA90）を測定し、調査結果の整理及び解析を

行う。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人

の話し声等の一過性の音については、測定データから除外する。

なお、騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する

音の状況を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マ

イクロホンには防風スクリーンを装着する。 

また、参考として気象の状況（地上高 1.2m の気温、相対湿度、

風向及び風速）についても調査する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査す

る。 

(3) 風況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域に設置した風況観測塔のデータから、「(1) 

環境騒音の状況」の調査期間における風況を整理する。 

一般的な手法と

した。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

騒音に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業実

施区域の周囲の 5 地点（騒音 1～騒音 5）とする。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 風況 

【文献その他の資料調査】 

「図 4.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業実

施区域の 1 地点（風況観測塔）とする。 

対象事業実施区

域の周囲におけ

る住宅等を対象

とした。 
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表 4.2-1(6) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒 

音 

施設の稼働 5.調査期間等 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

2 季（春季及び秋季）について、各季節に 72 時間測定を実施す

る。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

(3) 風況 

【文献その他の資料調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同様とする。 

騒音の状況を把

握できる時期及

び期間とした。 

6.予測の基本的な手法 

風力発電機を点音源とし、騒音のエネルギー伝搬予測方法（ISO 

9613-2）にしたがって予測する。 

なお、空気減衰については、地域の気温及び相対湿度の特性を反

映させるため、「5．調査期間等 (1) 環境騒音の状況」と同じ期

間の気象条件を基に JIS Z 8738「屋外の音の伝搬における空気吸

収の計算」（ISO 9613-1）により算出する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の

計画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施

する。 

一般的に騒音の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地域とした。 

8.予測地点 

「4．調査地点 (1) 環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施

する対象事業実施区の周囲の 5 地点（騒音 1～騒音 5）とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地点とした。 

9.予測対象時期等 

すべての風力発電機が稼働している時期とする。 

施設の稼働によ

る影響を的確に

把握できる時期

とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働による騒音に関する影響が、実行可能な範囲内で回

避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

及び「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平

成 29 年）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られている

かどうかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づく

手法とした。 
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表 4.2-1(7) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

超
低
周
波
音 

施設の稼働 1.調査すべき情報 

(1) 超低周波音の状況 

(2) 地表面の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 超低周波音の状況 

【現地調査】 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成

12 年）に定められた方法により G 特性音圧レベル及び 1/3 オ

クターブバンド音圧レベルを測定し、調査結果の整理を行う。

測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンは地表面

付近に設置するとともに、防風スクリーンを装着する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査

する。 

一般的な手法とし

た。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

超低周波音に係る

環境影響を受ける

おそれのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 超低周波音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す対象事業

実施区域の周囲の 5 地点（騒音 1～騒音 5）とする。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 超低周波音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

対象事業実施区域

の周囲における住

宅等を対象とし

た。 

5.調査期間等 

(1) 超低周波音の状況 

【現地調査】 

2 季（春季及び秋季）について、各季節に 72 時間測定を実施

する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 超低周波音の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

施設の稼働による

超低周波音の状況

を把握できる時期

及び期間とした。 

6.予測の基本的な手法 

音源の形状及びパワーレベル等を設定し、点音源の距離減衰

式により G 特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバンド音圧レベ

ルを予測する。 

なお、回折減衰、空気吸収による減衰は考慮しないものとす

る。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業

の計画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で

実施する。 

一般的に超低周波

音の予測で用いら

れている手法とし

た。 
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表 4.2-1(8) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

超
低
周
波
音 

施設の稼働 7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地域とした。 

8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 超低周波音の状況」と同じ、現地調査を実

施する対象事業実施区域の周囲の 5 地点（騒音 1～騒音 5）とす

る。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地点とした。 

9.予測対象時期等 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期と

する。 

施設の稼働によ

る影響を的確に

把握できる時期

とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働による超低周波音に関する影響が、実行可能な範囲

内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての

配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

①「超低周波音を感じる最小音圧レベル」との比較 

超低周波音の心理的・生理的影響の評価レベル（ISO-7196）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかど

うかを評価する。 

②「建具のがたつきが始まるレベル」との比較 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成

12 年）に記載される「建具のがたつきが始まるレベル」と、

調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価する。 

③「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」との比較 

文部省科学研究費「環境科学」特別研究：超低周波音の生

理・心理的影響と評価に関する研究班『昭和 55 年度報告書 1

低周波音に対する感覚と評価に関する基礎研究』に記載され

る「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」と、調査及び予測の

結果との間に整合性が図られているかどうかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づく

手法とした。 
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表 4.2-1(9) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

振 

動 

振 

動 

工事用資材

等の搬出入 
1.調査すべき情報 

(1) 道路交通振動の状況 

(2) 道路構造の状況 

(3) 交通量の状況 

(4) 地盤の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に定められた振動レ

ベル測定方法（JIS Z 8735）に基づいて時間率振動レベル（L10）

を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。 

(2) 道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確

認及びメジャーによる測定を行う。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）

一般交通量調査」（国土交通省、令和 5 年）等による情報を収集

し、当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通

省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）

に基づき、地盤卓越振動数を測定する。 

一般的な手法と

した。 

3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

振動に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1 大気環境の調査位置(騒音等)」に示す工事関係車

両の主要な走行ルート沿いの 3 地点（沿道 1～沿道 3）とする。 

(2) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿

道とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの沿道地点を

対象とした。 

  



 

62 

表 4.2-1(10) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大
気
環
境 

振 

動 

振 

動 

工事用資材

等の搬出入 

5.調査期間等 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

平日及び土曜日の 6～22 時に各 1 回実施する。 

(2) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間と同様とする。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に 1 回実施する。 

工事関係車両の

走行による振動

の状況を把握で

きる時期及び期

間とした。 

6.予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省

国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）

に基づき、時間率振動レベル（L10）を予測する。 

一般的に振動の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 道路交通振動の状況」と同じ、現地調査を

実施する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 3 地点（沿道 1～

沿道 3）とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の等価交通量※の合計が最大と

なる時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入による振動に関する影響が、実行可能な

範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）に基づく

道路交通振動の要請限度と、調査及び予測の結果との間に整合性

が図られているかどうかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づく

手法とした。 

  

 
※ 等価交通量とは、小型車両に比べて大型車両の方が振動の影響が大きいことを踏まえ、「旧建設省土木研究所の提

案式」を参考に、「大型車 1 台＝小型車 13 台」の関係式で小型車相当に換算した交通量である。 
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表 4.2-1(11) 騒音及び超低周波音、振動調査地点の設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

工事用資材等の搬出入 沿道 1 ・工事関係車両の主要な走行ルート（一般県道 359 号）沿いの住宅等のう

ち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 2 ・工事関係車両の主要な走行ルート（主要地方道 36 号）沿いの住宅等のう

ち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 3 ・工事関係車両の主要な走行ルート（主要地方道 36 号）沿いの住宅等のう

ち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

建設機械の稼働 

施設の稼働 

騒音 1 ・風力発電機の設置予定位置から北西側の地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

騒音 2 ・風力発電機の設置予定位置から北側の地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

騒音 3 ・風力発電機の設置予定位置から北東側の地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

騒音 4 ・風力発電機の設置予定位置から東側の地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

騒音 5 ・風力発電機の設置予定位置から南西側の地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・「いわきの里鬼ヶ城」周辺である。 

  

 
※ 風力発電機と受音点との間に遮蔽物（地形）がない条件下では音の回折による減衰量が少なく、音が伝わりやすい

条件となる。この条件に該当する地点を選定するため、風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を

確認した。なお、可視領域のシミュレーションでは標高（地形）のみを考慮しており、木々や人工構造物による遮

蔽を考慮していない。 
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図 4.2-1 大気環境の調査位置（騒音等）  

注：1.可視領域は風力発電機が視認される可能性
のある範囲を示す。可視領域のシミュレー
ションでは標高（地形）のみを考慮してお
り、木々や人工構造物による遮蔽を考慮し
ていない。 

注：2.この図の範囲内には、配慮が特に必要な施
設（学校、医療機関及び福祉施設）は存在
しない。 
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表 4.2-1(12) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水
環
境 

水 

質 

水
の
濁
り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.調査すべき情報 

(1) 浮遊物質量の状況 

(2) 流れの状況 

(3)  常時水流の状況 

(4) 土質の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整

理を行う。 

【現地調査】 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示

第 59 号）に定められた方法に基づいて浮遊物質量を測定し、調

査結果の整理を行う。 

(2) 流れの状況 

【現地調査】 

JIS K 0094 に定められた方法に基づいて流量を測定し、調査

結果の整理を行う。 

(3) 常時水流の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整

理を行う。 

【現地調査】 

対象事業実施区域の安全に通行できる林道等を踏査し、水流

の位置を GPS を使用し確認して記録する。 

(4) 土質の状況 

【現地調査】 

対象事業実施区域で採取した土壌を用いて土壌の沈降試験

（試料の調整は JIS A 1201 に準拠し、沈降実験は JIS M 0201

に準拠する。）を行い、調査結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法とし

た。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の河川とする。 

水の濁りに係る環

境影響を受けるお

それのある地域と

した。 
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表 4.2-1(13) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水
環
境 

水 

質 

水
の
濁
り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

4.調査地点 

(1) 浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河

川とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-2(1) 水環境の調査位置（浮遊物質量及び流れ）」に

示す対象事業実施区域及びその周囲の 9 地点（水質 1～水質 9）

とする。 

(2) 流れの状況 

【現地調査】 

「(1) 浮遊物質量の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 常時水流の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河川

とする。 

【現地調査】 

対象事業実施区域の林道等とする。 

(4) 土質の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-2(2) 水環境の調査位置（土質）」に示す風力発電機

の設置予定位置近傍の 2 地点（土質 1～土質 2）※とする。 

調査地域を代表す

る地点とした。 

5.調査期間等 

(1) 浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3 季について、各 1 回行う。

また、降雨時に 1 降雨以上について実施する。なお、降雨時は

1 降雨につき複数回実施する（台風時の大雨時や深夜時間帯は

安全面を考慮し避けるものとする。）。 

(2) 流れの状況 

【現地調査】 

「(1) 浮遊物質量の状況」の現地調査と同日に行う。 

(3) 常時水流の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整

理を行う。 

【現地調査】 

1 回実施する。 

(4) 土質の状況 

【現地調査】 

土壌の採取は 1 回行う。 

造成等の施工によ

る水の濁りの状況

を把握できる時期

及び期間とした。 

 

 

  

 
※ 地形改変により新たに表面土質となると想定する表面（B 層）での採取を行う。 
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表 4.2-1(14) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水
環
境 

水 

質 

水
の
濁
り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

6.予測の基本的な手法 

「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（建設省都市局都

市計画課、平成 11 年）に基づき、水面積負荷より沈砂池の排水口

における排水量及び浮遊物質量を予測する。次に、沈砂池の排水

に関して、土壌浸透に必要な距離を、Trimble＆Sartz（1957）が

提唱した｢重要水源地における林道と水流の間の距離」を基に定

性的に予測し、沈砂池からの排水が河川へ流入するか否かを推定

する。 

沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合、対象とな

る河川について降雨時調査の結果を踏まえて完全混合モデルにより

浮遊物質量を予測※する。なお、付近に周知の埋蔵文化財包蔵地が

存在する場合は、当該埋蔵文化財包蔵地への影響の有無についても

考慮する。 

別途、強雨時の沈砂池の機能を確認するため、集中豪雨的な強

雨時の降水量として近隣の小野新町地域気象観測所における 10

年確率雨量を使って、沈砂池排水の排水量と浮遊物質量を予測す

る。 

一般的に水の濁り

の予測で用いられ

て い る 手 法 と し

た。 

7.予測地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

造成等の施工によ

る影響が想定され

る地域とした。 

8.予測地点 

対象事業実施区域において設置する沈砂池の排水口を集水域

に含む河川とする。 

造成等の施工によ

る影響が想定され

る地点とした。 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、造成裸地面積が最大となる時期とする。 

造成等の施工によ

る影響を的確に把

握できる時期とし

た。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工による水の濁りに関する影響が、実行可能な範

囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 

 

  

 
※ 沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合における浮遊物質量の予測条件の設定方針は、以下のとおりで

ある。 

・降水量：降雨時調査時における小野新町地域気象観測所の時間最大降水量を使用する。 

・沈砂池へ流入する濁水の初期浮遊物質量：「新訂版 ダム建設工事における濁水処理」（財団法人日本ダム協会、

平成 12 年）に記載される開発区域における初期浮遊物質量（1,000

～3,000mg/L）を参考に、平均値である 2,000mg/L とする。 

・流出係数：「林地開発許可申請の手引き」（福島県、令和 3 年）より 1.0（開発区域（池等）とする。1.0 は降雨

が浸透せず、全量が地表面を流下する条件である。 
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表 4.2-1(15) 水質及び土質調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

浮遊物質量及

び流れの状況 

水質 1 ・対象事業実施区域の周囲において、対象事業実施区域を集水域に含む河川（小白井
川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 2 ・対象事業実施区域の周囲において、対象事業実施区域を集水域に含む河川（小白井
川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 3 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む河川
（小白井川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 4 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む河川
（小白井川）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 5 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む河川
（小白井川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 6 ・対象事業実施区域において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む河川（鹿又
川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 7 ・対象事業実施区域の周囲において、対象事業実施区域を集水域に含む河川（鹿又川）
とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 8 ・対象事業実施区域において、対象事業実施区域を集水域に含む河川（鹿又川の支流）
とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 9 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集水域に含む河川
（門八川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

土質の状況 土質 1 ・対象事業実施区域に分布する表層地質（花崗閃緑岩）であり、風力発電機の設置予

定位置近傍の地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

土質 2 ・対象事業実施区域に分布する表層地質（花崗岩）であり、風力発電機の設置予定位

置近傍の地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 
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図 4.2-2(1) 水環境の調査位置（浮遊物質量及び流れの状況）  
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図 4.2-2(2) 水環境の調査位置（土質の状況）  
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表 4.2-1(16) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 重要な地形及び地質） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

そ

の

他

の

環

境

 

地

形

及

び

地

質

 

重

要

な

地

形

及

び

地

質

 

地 形 改 変 

及び施設の 

存 在 

1.調査すべき情報 

(1) 地形及び地質の状況 

(2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 地形及び地質の状況 

【文献その他の資料調査】 

土地分類基本調査の地形分類図及び表層地質図により情報を

収集し、当該情報の整理を行う。 

(2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 

【文献その他の資料調査】 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境図」（環境庁、平成

元年）等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

対象事業実施区域に分布する重要な地形等のうち、改変する地

点を踏査する。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域とする。 

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 地形及び地質の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域とする。 

(2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-3 地形及び地質の調査位置」に示す対象事業実施区

域の重要な地形「阿武隈高地」のうち、改変する地点とする。 

改変予定区域を踏査し、景観上価値の高い地形、地質等の有無

を確認するが、踏査ルートは、安全にアクセス可能な林道等を確

認のうえ決定する。 

重要な地形及び

地質のうち、改変

する地点とした。 

    5.調査期間等 

(1) 地形及び地質の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

(2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

地表面の状況を適切に把握できる日に 1 回調査する。 

重要な地形及び

地質への影響を

把握し、的確に予

測及び評価でき

る時期とした。 

    6.予測の基本的な手法 

「5.調査期間等」に示す現地調査結果を踏まえ、重要な地形及び

地質の改変の程度を予測する。 

一般的に地形及

び地質の予測で

用いられている

手法とした。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地域とした。 

    8.予測地点 

「4.調査地点 (2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性」

と同じ、対象事業実施区域の重要な地形「阿武隈高地」のうち、改

変する地点とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地点とした。 
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表 4.2-1(17) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 重要な地形及び地質） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区      分 

影響要因の 

区     分 

そ

の

他

の

環

境

 

地

形

及

び

地

質

 

重

要

な

地

形

及

び

地

質

 

地形改変及

び施設の存

在 

9.予測対象時期等 

すべての風力発電施設が完成した時期とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響を的確に把

握できる時期と

した。 

 10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

地形改変及び施設の存在による重要な地形及び地質に関する

影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討

し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを

評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づ

く手法とした。 

 

 

  



 

73 

 

図 4.2-3 地形及び地質の調査位置 

  

「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、 
平成 11 年）           より作成 
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表 4.2-1(18) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 風車の影） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

そ
の
他
の
環
境 

そ
の
他 

風
車
の
影 

施設の稼働 1.調査すべき情報 

(1) 土地利用の状況 

(2) 地形の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

【文献その他の資料調査】 

地形図、住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行

う。 

【現地調査】 

現地を踏査し、土地利用や地形の状況を把握する。また、予測

結果に応じて、建物の配置や植栽等の状況を把握する。 

一般的な手法とし

た。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

風車の影に係る環

境影響を受けるお

それのある地域と

した。 

4.調査地点 

予測結果に応じて調査地域の風力発電機の設置予定位置に近い

住宅等とする。 

対象事業実施区域

の周囲における住

宅等を対象とした。 

5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

年 1 回の調査とし、土地利用の状況及び地形の状況が適切に把

握できる時期とする。 

施設の稼働による

風車の影の状況を

把握できる時期と

した。 

6.予測の基本的な手法 

太陽の高度・方位及び風力発電機の高さ等を考慮し、ブレードの

回転によるシャドーフリッカーの影響時間（等時間日影図）を、シ

ミュレーションにより予測する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計

画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施す

る。 

一般的に風車の影

の予測で用いられ

ている手法とした。 

7.予測地域 

図 4.2-4 に示す各風力発電機から 2km の範囲※とする。 

施設の稼働による

影響が想定される

地域とした。 

8.予測地点 

予測地域内の住宅等とする。 

施設の稼働による

影響が想定される

地点とした。 

9.予測対象時期等 

すべての風力発電機が定格出力で稼働している時期とする。 

なお、予測は、年間、冬至、夏至及び春分・秋分とする。 

施設の稼働による

影響を的確に把握

できる時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 
施設の稼働による風車の影に関する影響が、実行可能な範囲内

で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配
慮が適正になされているかどうかを評価する。 
※国内には風車の影に関する目標値や指針値等がないことから、

ドイツにおける指針値（実際の気象条件等を考慮しない場合、

年間 30 時間または 1 日最大 30 分を超えない。）を参考に、環

境影響を実行可能な範囲内で回避又は低減するための環境保

全措置の検討がなされているかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手法

とした。 

  

 
※ 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、海外のアセ

ス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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図 4.2-4 風車の影の予測地域  
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表 4.2-1(19) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

 

1.調査すべき情報 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物

に関する動物相の状況 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物

に関する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれの

ある野生生物－（植物／昆虫類／鳥類）」（福島県生活環境部、平

成 14 年）等の文献その他の資料による情報収集並びに当該情報

の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を

行う。 

各調査の手法及び内容は「表 4.2-1(23) 調査の手法及び内容

（動物）」のとおりである。 

①哺乳類 

a.哺乳類（コウモリ類を除く。） 

フィールドサイン調査（任意観察調査） 

捕獲調査（小型哺乳類） 

自動撮影調査 

b.コウモリ類 

捕獲調査 

夜間踏査調査 

音声モニタリング調査 

※コウモリ類については、ねぐらとして利用する可能性の

ある洞窟等の位置の情報収集に努め、発見した場合には

利用状況の季節変動を把握する。 
②鳥類 

a.鳥類 

任意観察調査 

ポイントセンサス法による調査 

IC レコーダーによる録音調査 

b.希少猛禽類の生息状況 

定点観察法による調査 

c.鳥類の渡り時の移動経路 

定点観察法による調査 

③爬虫類 

直接観察法による調査 

④両生類 

直接観察法による調査 

⑤昆虫類 

任意採集調査 

ベイトトラップ法による調査 

ライトトラップ法による調査 

⑥魚類 

捕獲調査 

目視観察による調査 

⑦底生動物 

定性採集法による調査 

一般的な手法とし

た。 
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表 4.2-1(20) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれの

ある野生生物－（植物／昆虫類／鳥類）」（福島県生活環境部、平

成 14 年）等による情報収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

「(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生

動物に関する動物相の状況」の現地調査において確認した種か

ら、重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況の整理を行う。 

一般的な手法と

した。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

※動物の現地調査の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法

（平成 24 年度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独

立行政法人土木研究所、平成 25 年）では対象事業実施区域か

ら 250m 程度、「面整備事業環境影響評価技術マニュアルⅡ」（建

設省都市局都市計画課、平成 11 年）では同区域から 200m 程度

が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の範囲とし

た。猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境

省、平成 24 年）に準拠し、クマタカの非営巣期高利用域の半

径 1.5km 程度、オオタカの 1.0～1.5km を包含する 1.5km 程度

の範囲とした。また、魚類については、対象事業実施区域及び

その周囲の河川等とした。 

動物に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物

に関する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「表 4.2-1(25)～(32) 調査地点設定根拠」及び「図 4.2-5(1)

～(8) 動物の調査位置」に示す対象事業実施区域及びその周囲

約 300m の範囲の経路等とする。希少猛禽類、渡り鳥については、

対象事業実施区域の上空を含めて広範囲に飛翔する可能性があ

ることから、同区域から約 1.5km の範囲とする。 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生

動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査地点に準じる。 

対象事業実施区

域及びその周囲

とした。 

 
  



 

78 

表 4.2-1(21) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

 

5.調査期間等 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物

に関する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①哺乳類 
フィールドサイン調査（任意観察調査）：春、夏、秋、冬の
4 季に実施する。 
捕獲調査（小型哺乳類）及び自動撮影調査：春、夏、秋の
3 季に実施する。 
コウモリ類捕獲調査：春、夏、秋の 3 季に実施する（5～10
月の間で 4 回程度実施する）。 
夜間踏査調査：春、夏、秋の 3 季に実施する。 
音声モニタリング調査：春～秋に実施する。（4～11 月に連
続測定） 

②鳥類 
a.鳥類 
任意観察調査及びポイントセンサス法による調査：春、夏、
秋、冬の 4 季に実施する。 
IC レコーダーによる録音調査：春の 1 季に実施する。 

b.希少猛禽類 
定点観察法による調査：繁殖期と非繁殖期に実施する。各
月 1 回 3 日間程度の調査を基本とする。 
なお、調査期間は「風力発電事業におけるクマタカ・チュ
ウヒに関する環境影響評価の基本的考え方」（環境省大臣
官房環境影響評価課、令和６年）に基づき、1 営巣期の調
査を踏まえて、対象種の生息や繁殖が確認された場合、事
業実施による影響の予測、評価を正確に行うことを目的に
複数営巣期の調査を実施する。 

c.鳥類の渡り時の移動経路 
定点観察法による調査：春（3～5 月）及び秋（9～11 月）
に各月 1 回実施する。 

③爬虫類 
直接観察法による調査：春、夏、秋の 3 季に実施する。 

④両生類 
直接観察法による調査：春、夏、秋の 3 季に実施する。 

⑤昆虫類 
任意採集調査及びベイトトラップ法による調査：春、夏、
秋の 3 季に実施する。 
ライトトラップ法による調査：夏、秋の 2 季に実施する。 

⑥魚類 
捕獲調査及び目視観察による調査：春、夏、秋の 3 季に実
施する。 

⑦底生動物 
定性採集法による調査：春、夏、秋の 3 季に実施する。 
※調査月については表 4.2-1(24)参照 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生

動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査期間に準じる。 

各分類群の特性

を踏まえ、「発電

所アセスの手引」

等に記載されて

いる一般的な時

期及び期間とし

た。 
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表 4.2-1(22) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

 

6.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に

基づき、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、重要な種

及び注目すべき生息地への影響を予測する。特に、鳥類の衝突の可

能性に関しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のため

の手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）等に基づき、

定量的に予測する。 

現地調査から影響予測、評価までの流れについては、動物の影響

予測及び評価フロー（図 4.2-5(9)及び表 4.2-1(33))のとおりであ

る。 

本事業と他事業との鳥類に関する累積的な影響の予測について

は、最新の知見の収集に努めつつ、他事業の計画が明らかとなった

場合において、必要性を検討した上で実施する。 

一般的に動物の予

測で用いられてい

る手法とした。 

 

7.予測地域 

「3.調査地域」のうち、重要な種が生息する地域及び注目すべき

生息地が分布する地域とする。 

造成等の施工、地形

改変及び施設の存

在、施設の稼働によ

る影響が想定され

る地域とした。 

8.予測対象時期等 

(1) 造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による動物の生息環境への影響が最大となる時

期とする。 

(2) 地形改変及び施設の存在、施設の稼働 

発電所の運転が定常状態に達した時期とする。 

造成等の施工、地形

改変及び施設の存

在、施設の稼働によ

る影響を的確に把

握できる時期とし

た。 

9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による重

要な種及び注目すべき生息地に関する影響が、実行可能な範囲内

で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手法

とした。 
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表 4.2-1(23-1) 調査の手法及び内容（動物） 

項目 調査手法 内容 

哺乳類 フィールドサイン調査

（任意観察調査） 

調査範囲を踏査し、生息個体の足跡、糞、食痕等の痕跡（フィールドサイン）

を確認し、その位置及び種名を記録する。また、哺乳類の直接観察及び死体

等の確認により、出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地を確認

した場合には、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。 

樹洞等を確認した場合には、樹洞性動物の痕跡（フィールドサイン）等の有

無や位置等を記録する。 

捕獲調査（小型哺乳類） 各調査地点にシャーマントラップを 20 個、約 10m おきに設置し、フィール

ドサイン調査では確認し難いネズミ類等の小型哺乳類を捕獲する。捕獲した

個体について、種名、性別、体長等を記録する。 

自動撮影調査 調査範囲に出現する哺乳類がけもの道として利用しそうな林道や作業道に

無人センサーカメラを設置し、けもの道を利用する動物を確認する。 

コ ウ モ リ

類 

捕獲調査 捕獲調査（ハープトラップ及びかすみ網を使用する予定）により、種名、性

別、個体数等を記録する。また、トラップは日没後 3 時間程度設置する。 

夜 間 踏 査

調査 

日没から夜間にかけて、音声解析可能なバットディテクターを使用して調査

範囲を踏査し、確認位置、周波数及び確認時間等を記録する。種名まで判別

できる場合は種名も記録する。また、補足的に LED ライトで上空を照らし、

飛翔高度が低いコウモリ類の飛翔状況を目視により確認する。なお、夜間踏

査については、車両を用いての実施とする。 

音 声 モ ニ

タ リ ン グ

調査 

コウモリ類のエコーロケーションパルスを可視化できるバットディテクタ

ー（Song Meter SM4BAT FS、Wildlife Acoustics 社製 等）及び適宜エクス

テンションケーブルと外付けマイクを用いて、高高度の録音調査を実施す

る。風況観測塔では、地上高約 10m と約 50m の高度にマイクを取り付ける。

前者は低高度のコウモリ類の音声を記録できるようにする。後者は高高度の

コウモリ類の音声を記録できるようにする。 

樹高棒（逆目盛検測桿）を用いた調査では、樹高棒にマイク及びエクステン

ションケーブルを取り付け、樹高棒を伸ばし、樹冠上にマイクを出して観測

を実施する。マイクは上向きに取り付け、上方のコウモリ類の音声を記録で

きるようにする。 

鳥類 任意観察調査 調査範囲を踏査し、出現した種名を記録する。適宜、周辺環境に応じて踏査

を実施する。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合は、その個体数、

確認位置、生息環境等を記録する。 

ポイントセンサス法に

よる調査 

調査定点に 10 分間※滞在し、定点から半径 25m の範囲に出現する鳥類を目

視及び鳴き声により、種名、個体数等を記録する。種が特定できなかった場

合は分類階級が上位の属及び科等を記録する。 

IC レコーダーによる

録音調査 

ミゾゴイ等の夜行性の鳥類を主な対象とし、日没前後から日の出前後まで録

音を行い、録音した鳴き声等から、出現した種名、科名及び属名等を記録す

る。 

希少猛禽類（定点観察

法による調査） 

調査地点は猛禽類を効率よく発見、観察できるよう、調査地域を広範囲に見

渡せる地点を設置し、出現する希少猛禽類の観察、記録を行う。希少猛禽類

を確認した際には、観察時刻、個体の特徴、飛翔経路、飛翔高度、重要な指

標行動（ディスプレイ、繁殖行動、捕食・探餌行動等）等を記録する。また、

現地では、希少猛禽類の出現状況や天気に応じて調査定点を移動、あるいは

新規追加、移動調査による対応を行う。繁殖兆候を確認した箇所については、

繁殖行動に影響を与えない時期に踏査を実施し、営巣地の有無を把握する。

なお、渡り時の移動経路調査時にも希少猛禽類の生息状況把握に努め、上記

の内容を記録する。 

1 回当たりの調査においては、基本的には 8 地点での実施とするが、希少猛

禽類の出現状況や天気に応じて調査地点を移動、あるいは新規地点の設定、

移動観察等による対応を適宜行う。 

鳥類の渡り時の移動経

路（定点観察法による

調査） 

東西に 500m、南北に 100m の範囲を設定し、その範囲を通過する鳥類の通過

状況を確認する。可能な限り種名、飛翔高度、個体数等も記録する。種が特

定できなかった場合は、分類階級が上位の属及び科等の記録とする。 

 

  

 
※ 10 分間の観測時間は「モニタリングサイト 1000 森林・草原の鳥類調査ガイドブック（2009 年 4 月改訂版）」（環

境省自然環境局生物多様性センター、（財）日本野鳥の会、NPO 法人バードリサーチ）を参考に設定した。 
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表 4.2-1(23-2) 調査の手法及び内容（動物） 

項目 調査手法 内容 

爬虫類・両生類 直接観察調査 調査範囲を踏査し、爬虫類及び両生類の直接観察、抜け殻、死骸等の確認

により、出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場

合には、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。なお、両生類に

関する調査では、繁殖に適した場所を任意で探索し、位置、確認種等を記

録する。 

昆虫類 任意採集調査 調査範囲を踏査し、直接観察法、スウィーピング法、ビーティング法等の

方法により採集を行う。重要な種及び注目すべき生息地を確認した場合に

は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。採集された昆虫類は

基本的に室内で検鏡・同定する。 

ベイトトラップ法

による調査 

調査地点において、誘引物をプラスチックコップ等に入れ、口が地表面と

同じになるように埋設し、地表徘徊性の昆虫類を捕獲する。採集した昆虫

類は室内で検鏡・同定する。 

ライトトラップ法

による調査 

調査地点において、ブラックライトを用いた捕虫箱（ボックス法）を設置

し、夜行性の昆虫を誘引し、採集する。捕虫箱は夕方から日没時にかけて

設置し、翌朝回収する。採集した昆虫類は室内で検鏡・同定する。 

魚類 捕獲調査及び目視

観察による調査 

投網、さで網、たも網等の漁協許可漁具を使用し、捕獲調査を実施する。

また、目視により確認した種についても種名、個体数等を記録する。 

底生動物 定性採集法による

調査 

石礫の間や下、砂泥、落葉の中、抽水植物群落内等、様々な生息環境を対

象とし、たも網等を用いて採集を行う。 
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表 4.2-1(24-1) 調査時期の設定根拠 

項目 調査時期 設定根拠 

哺乳類 春季（4～5 月頃） 冬眠する種が目覚め、草食動物が新芽を食べる等、活動が活発になる

時期であるため設定した。 

夏季（7 月頃） 植物、両生類、昆虫類等の捕食生物が多く生育・生息し、活動が活発

になる時期である。また、幼獣が確認できること、ネズミ類の出産時

期に当たることから設定した。 

秋季（10 月頃） 草本類が枯れ始め、フィールドサインが確認しやすい。また、ネズミ

類の出産時期に当たるため設定した。 

冬季（1～2 月頃） 草本類の冬枯れにより、哺乳類の目撃やフィールドサインの確認が容

易であるため設定した。 

コウモリ類 捕獲調査 春季（5～6 月頃） 冬眠後、活動が活発になり移動する時期であるため設定した。 

夏季（8 月） 出産後の時期であり、幼獣の飛翔も見られ、餌となる昆虫類が多い時

期であるため設定した。 

秋季（9～10 月頃） コウモリ類の移動時期であるため設定した。 

夜間踏査調

査 

春季、夏季、秋季 哺乳類の調査時期に準じる。 

音声モニタ

リング調査 

春季～秋季 

（4～11 月頃） 

冬眠期以外の飛翔活動を行う時期に設定した。 

鳥類 任意観察調

査、ポイント

センサス法

による調査、

IC レコーダ

ーによる録

音調査 

春季（3～5 月頃） 春の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定した。夜間

IC レコーダー調査は、特に重要種のミゾゴイの囀り期を考慮して 4～

5 月中旬頃に実施する。 

夏季（6～7 月頃） 繁殖期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定した。 

秋季（9～10月頃） 秋の渡り期の鳥類相を把握するのに適した時期として設定した。 

冬季（12～2月頃） 東北地方の越冬する鳥類相を把握するのに適した時期として設定し

た。 

希少猛禽類 通年（1～12 月） 希少猛禽類を対象に、繁殖期及び非繫殖期を網羅する期間（1 年間）で

各月 1 回 3 日間を設定した。 

鳥類の渡り

時の移動経

路 

春季（3 月） 猛禽類（サシバを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定した。 

春季（4 月） 猛禽類（サシバを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定した。 

春季（5 月） 猛禽類（ハチクマを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定した。 

秋季（9 月） 猛禽類（サシバ・ハチクマを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定

した。 

秋季（10 月） 猛禽類（ハチクマ・ノスリを想定）や小鳥類の渡りの時期として設定

した。 

秋季（11 月） ガン・ハクチョウ類の大型水鳥類や小鳥類の渡りの時期として設定し

た。 

爬虫類 春季（4～5 月頃） 気温の上昇とともに冬眠から目覚め活動を始める時期であり、草本類

がそれほど繁茂しておらず見つけやすい時期でもあることから設定し

た。 

夏季（7 月頃） ヘビ類の活動が活発となる気温 20～30℃の条件の時期となるため設

定した。ただし、真夏は避ける。 

秋季（10 月頃） トカゲ類やヘビ類の幼体が見られる時期であるため設定した。 

両生類 春季（4～5 月頃） 多くのカエル類の繁殖が始まる時期であり、それらの確認に適してい

るため設定した。 

夏季（7 月頃） 梅雨明けに当たる時期であり、サンショウウオ類の幼生、繁殖期の遅

いカエル類等の確認に適しているため設定した。 

秋季（10 月頃） 幼体や成体が活発に動く時期であり、それらの確認に適しているため

設定した。 

昆虫類 春季（3～4 月頃） 専門家意見等を踏まえて、春に出現する昆虫類の確認に最適であるこ

とから設定した。 

夏季（7 月頃） 梅雨明け時期であるとともに、本格的に暑くなり昆虫類の活動が低下

する前であり、夏の昆虫の確認が期待できるため設定した。 

秋季（9～10 月頃） 春に羽化した種類の成虫と秋に羽化して越冬する種類の両方が確認で

きる。また、バッタ類等の鳴き声が確認できるため設定した。 
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表 4.2-1(24-2) 調査時期の設定根拠 

調査項目 調査時期 設定根拠 

魚類 春季（3～4 月頃） 春から秋にかけては、水温が上昇して魚類の活動が活発となり、確認

がしやすいことから、短期的に生息場を変える種を考慮して、同時に

調査を行う底生動物とあわせた時期を設定した。 

夏季（8 月頃） 

秋季（10 月頃） 

底生動物 春季（3～4 月頃） 河川の水温が上昇し、底生動物が活発に活動するようになることか

ら、確認がしやすい時期である。また、春から夏にかけて羽化する水

生昆虫類が終齢に近くなり、確認や同定がしやすいことから設定し

た。 

夏季（8 月頃） 夏から秋にかけて羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、確認や同

定がしやすいことから設定した。 

秋季（10 月頃） 比較的天気が安定し、河床の攪乱も少なくなり、調査がしやすい時期

である。また、次年の春季に羽化する水生昆虫類が終齢に近くなり、

確認や同定がしやすいことから設定した。 
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表 4.2-1(25) 哺乳類調査地点設定根拠（捕獲調査（小型哺乳類）及び自動撮影調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

捕獲調査（小型

哺乳類）及び自

動撮影調査 

M1 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 対象事業実施区域及びその周囲に生息

するネズミ類等の小型哺乳類について、

主な環境（植生）における生息状況を把

握するために設定した。 

自動撮影調査については、対象事業実施

区域及びその周囲に生息する中型～大

型哺乳類を対象とし、主な環境（植生）

における生息状況を把握するために設

定した。 

M2 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

M3 落葉広葉樹林（ブナ－ミズナラ群落） 

M4 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

M5 植林地（カラマツ植林） 

M6 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 

M7 耕作地等（牧草地） 

M8 耕作地等（牧草地） 

M9 耕作地（水田雑草群落） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(1)に対応する。 

 

表 4.2-1(26) 哺乳類調査地点設定根拠（コウモリ類生息状況調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

捕獲調査  B1 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 対象事業実施区域及びその周囲に生息するコウ

モリ類について、主な環境（植生）における生

息状況を把握するために設定した。 

B2 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

B3 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

音声モニタリ

ング調査 

BH1 植林地（カラマツ植林） 

BA1 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

BA2 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(2)に対応する。 

 

表 4.2-1(27) 鳥類調査地点設定根拠（ポイントセンサス法による調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ポイントセン

サス法による

調査 

P1 耕作地（牧草地） 対象事業実施区域及びその周囲に生

息する鳥類について、主な環境（植生）

における生息状況を把握するために

設定した。 

P2 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

P3 落葉広葉樹林（ブナ－ミズナラ群落） 

P4 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

P5 乾性草地・低木林（伐採跡地群落（Ｖ）） 

P6 植林地（カラマツ植林） 

P7 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

P8 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

P9 耕作地（牧草地） 

P10 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

P11 植林地（アカマツ植林） 

P12 耕作地（水田雑草群落） 

P13 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 

P14 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(3)に対応する。 

 

表 4.2-1(28) 鳥類調査地点設定根拠（IC レコーダーによる録音調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

IC レコーダーに

よる録音調査 IP1 
落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集

及びアカマツ群落（Ｖ）） 

対象事業実施区域及びその周囲に生息する鳥

類について、主な環境（植生）における生息状

況を把握するために設定した。 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(3)に対応する。 
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表 4.2-1(29) 鳥類調査地点設定根拠（希少猛禽類調査） 

調査手法 調査地点 設定根拠 

定点観察法
による調査 

St.1 対象事業実施区域北側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.2 対象事業実施区域北側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.3 対象事業実施区域北東～東側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.4 対象事業実施区域東側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.5 対象事業実施区域南東側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.6 対象事業実施区域南東側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.7 対象事業実施区域南東～南側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.8 対象事業実施区域南側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.9 対象事業実施区域中央における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.10 対象事業実施区域中央における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.11 対象事業実施区域中央～南側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.12 対象事業実施区域西側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.13 対象事業実施区域南～南西側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.14 対象事業実施区域南西側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.15 対象事業実施区域西～北西側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.16 対象事業実施区域北西側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

St.17 対象事業実施区域北側における猛禽類の生息状況を把握するために設定した。 

注：1．基本的には 8 地点での実施とするが、現地では、希少猛禽類の出現状況や天気に応じて調査地点を移動、ある

いは新規地点の設定、移動観察等による対応を適宜行う。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(4)に対応する。 

 

表 4.2-1(30) 鳥類調査地点設定根拠（鳥類の渡り時の移動経路調査） 

調査手法 調査地点 設定根拠 

定点観察法に
よる調査 

St.2 対象事業実施区域北側の鳥類の渡り時の移動経路を把握するために設定した。 

St.7 対象事業実施区域南東～南側の鳥類の渡り時の移動経路を把握するために設定した。 

St.9 対象事業実施区域中央の鳥類の渡り時の移動経路を把握するために設定した。 

St.11 対象事業実施区域中央～南側の渡り時の移動経路を把握するために設定した。 

St.15 対象事業実施区域西～北西側の鳥類の渡り時の移動経路を把握するために設定した。 

注：1．基本的には 4 地点程度を選択して実施するが、現地では、渡り鳥の出現状況や天気に応じて調査地点を選定、

移動、あるいは新規地点の設定、移動観察等による対応を適宜行う。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(5)に対応する。 

 

表 4.2-1(31) 昆虫類調査地点設定根拠（ベイトトラップ法及びライトトラップ法による調査） 

調査手法 

調査地点 環境（植生） 設定根拠 ベイトトラップ

法による調査 

ライトトラップ

法による調査 

○ ○ I1 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 対象事業実施区域及びそ

の周囲に生息する昆虫類

について、主な環境（植

生）における生息状況を

把握するために設定し

た。 

○ ○ I2 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

○ ○ I3 落葉広葉樹林（ブナ－ミズナラ群落） 

○ ○ I4 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

○ ○ I5 植林地（カラマツ植林） 

○ ○ I6 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 

○ ○ I7 耕作地（牧草地） 

○ ○ I8 耕作地（牧草地） 

○ ○ I9 耕作地（水田雑草群落） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-5(7)に対応する。 
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表 4.2-1(32) 魚類及び底生動物調査地点設定根拠 

調査手法 調査地点 設定根拠 

捕獲調査及び目

視観察による調

査、定性採集法

による調査 

W1 対象事業実施区域の北西側に位置する小白井川の支流の地点

に設定した。 

造成等の施工による

水の濁りに係る環境

影響を受けるおそれ

のある河川の魚類や

底生動物の生息状況

を把握するため、対象

事業実施区域及びそ

の周囲の河川に設定

した。 

W2 対象事業実施区域の北側に位置する小白井川の支流の地点に

設定した。 

W3 対象事業実施区域の北側に位置する小白井川の支流の地点に

設定した。 

W4 対象事業実施区域の北東側に位置する小白井川の地点に設定

した。 

W5 対象事業実施区域の北東側に位置する小白井川の支流の地点

に設定した。 

W6 対象事業実施区域の東側に位置する鹿又川の支流の地点に設

定した。 

W7 対象事業実施区域の南東側に位置する鹿又川の地点に設定し

た。 

W8 対象事業実施区域の南東側に位置する鹿又川の支流の地点に

設定した。 

W9 対象事業実施区域の南側に位置する門八川の支流の地点に設

定した。 

注：表中の調査地点の番号は図 4.2-5(8)に対応する。 
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図 4.2-5(1) 動物の調査位置（哺乳類）  

注：1．踏査ルート及び調査地点は現地及び事業

計画の状況を踏まえ適宜設定・変更する。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(25)に

対応する。 
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図 4.2-5(2) 動物の調査位置（コウモリ類） 

  

注：1．踏査ルート及び調査地点は現地及び事業

計画の状況を踏まえ適宜設定・変更す

る。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(26)に

対応する。 

3．現存植生図は図 3.1-33 に基づく。 
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図 4.2-5(3) 動物の調査位置（鳥類）  

注：1．踏査ルート及び調査地点は現地及び事業

計画の状況を踏まえ適宜設定・変更する。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(27)～

（28）に対応する。 
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図 4.2-5(4-1) 動物の調査位置（希少猛禽類） 

  

注：1．希少猛禽類の出現状況や天気に応じて調

査地点を移動、あるいは新規地点の設定、

移動観察等による対応を適宜行う。 

2． 図中の調査地点の番号は表 4.2-1(29)に

対応する。 
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図 4.2-5(4-2) 動物の調査位置（希少猛禽類：視野範囲） 

  

注：1．希少猛禽類の出現状況や天気に応じて調

査地点を移動、あるいは新規地点の設定、

移動観察等による対応を適宜行う。 

2． 図中の調査地点の番号は表 4.2-1(29)に

対応する。 
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図 4.2-5(5-1) 動物の調査位置（鳥類の渡り時の移動経路） 

  

注：1．渡り鳥の出現状況や天気に応じて調査地

点を選定、移動、あるいは新規地点の設

定、移動観察等による対応を適宜行う。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(30)に

対応する。 
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図 4.2-5(5-2) 動物の調査位置（鳥類の渡り時の移動経路：視野範囲） 

  

注：1．渡り鳥の出現状況や天気に応じて調査地

点を選定、移動、あるいは新規地点の設

定、移動観察等による対応を適宜行う。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(30)に

対応する。 
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図 4.2-5(6) 動物の調査位置（爬虫類・両生類） 

  

注：1．踏査ルートは現地及び事業計画の状況を

踏まえ適宜設定・変更する。 

2．両生類が確認される可能性が高い水辺等

（水溜り及び沢）については特に留意し

て調査を実施する。 
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図 4.2-5(7) 動物の調査位置（昆虫類） 

  

注：1．踏査ルート及び調査地点は現地及び事業計

画の状況を踏まえ適宜設定・変更する。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(31)に対

応する。 
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図 4.2-5(8) 動物の調査位置（魚類及び底生動物） 

  

注：図中の調査地点の番号は表 4.2-1(32)に対応

する。 
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図 4.2-5(9-1) 動物の影響予測及び評価フロー  



 

98 

 

図 4.2-5(9-2) 動物の影響予測及び評価フロー（年間予測衝突数の算出例）  

年間予測衝突数の算出例 イメージ図 
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表 4.2-1(33-1) 動物の影響予測方法及び環境保全措置の例 

環境要因 
想定される 

対象分類 
基本的な予測方法 予測に加味する事項 環境保全措置の例 

①改変による

生息地の減少 

 

 

哺乳類、鳥類、

爬虫類、両生類、

昆虫類 

生息環境（樹林/草地/水域/

他）と改変区域の重なりを

確認（改変区域に生息環境

が含まれる→生息環境減少

の可能性有） 

 

 

 

 

 

 

 

・対象事業実施区域の改変率

の程度 

・周辺の生息地の存在有無 

 

 

 

 

 

 

 

・改変区域の低減 

・重要種生息地か

らの改変区域の

隔離 

・植生の早期回復 

・濁水や土砂の流

出防止 

特に鳥類 ・上記に加え、営巣地、採餌

環境、繁殖場所に留意 

・場合により営巣適地環境

の推定※1、採餌環境のポ

テンシャルマップを作成

し予測※2を行う 

 

②移動経路の

遮断・阻害 

 

哺乳類、爬虫類、

両生類 

生息環境（樹林/草地/水域/

他）と改変区域の重なりを

確認（改変区域に生息環境

が含まれる→移動経路の遮

断・阻害の可能性有） 

 

・対象事業実施区域の改変率

の程度 

・該当種の移動能力 

・迂回可能空間の有無 

・構造物の形状（面的か否か

（例：迂回可能な空間有、改

変率 1～3％程度→影響小さ

い） 

・送電線の地中埋

設 

・工事時期の分割 

・這い出し可能な

側溝等の採用 

鳥類 移動経路（樹林/水域/他）と

改変区域や風力発電機位置

の重なりを確認（改変区域

に移動経路が含まれる→移

動経路の一部の阻害可能性

有） 

 

・改変の程度 

・迂回可能空間の有無 

・構造物の形状（面的か否か） 

・該当種の行動範囲 

・該当種の確認場所、頻度 

・該当種の飛翔特性（繁殖や

採餌のための飛翔） 

・改変区域の低減 

・重要種生息地か

らの改変区域の

隔離 

・風力発電機位置

の検討 

鳥類の渡り時の

移動経路 

区域内の飛翔の有無、飛翔

高度を確認（ブレード回転

域で飛翔→移動経路の遮

断・阻害の可能性有） 

・移動経路の広がり（分散か

否か） 

・迂回可能空間の有無 

・風力発電機位置

の検討 

③ブレード等

への接近・接

触 

哺乳類 飛翔高度（高空/樹林内/地

表）の確認（高空を飛翔→ブ

レードへの接近可能性有） 

・該当種の飛翔特性 ・風力発電機のラ

イトアップ禁止 

・風力発電機位置

の検討 鳥類 対象事業実施区域内外での

飛翔の確認（区域内で飛翔

確認→ブレードへの接触可

能性有） 

・飛翔高度（ブレード回転域

との関係） 

・迂回可能空間の有無 

・飛翔の確認回数 

鳥類（希少猛禽

類、鳥類の渡り

時の移動経路） 

年間予測衝突数の算出（例：

0.03 個体数/年） 

※環境省モデル※3 及び由井

モデル※4による 

・該当種の衝突回数に関する

既存知見 

 
※1 文献等の営巣情報から環境要素（標高、傾斜角、植生高等）を選定し、環境要素を点数化し、営巣適地環境のポ

テンシャルを評価する。 
※2 現地調査により確認した採餌行動の確認位置と環境要素（樹林面積、植生高、標高等）との関係から、MaxEnt モ

デル（Phillips et al. 2004）を用いて、採餌環境としての好適性を推定する。 
※3 「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）に基づく

モデル 
※4 「球体モデルによる風車への鳥類衝突数の推定法」（由井・島田、平成 25 年）に基づくモデル 

■事業実施による植生の改変面積と改変率（例） 
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表 4.2-1(33-2) 動物の影響予測方法及び環境保全措置の例 

環境要因 
想定される 

対象分類 
基本的な予測方法 予測に加味する事項 環境保全措置の例 

④騒音による

生息環境の悪

化 

哺乳類、鳥類 生息環境（樹林/草地/水域/

他）と改変区域の重なりを

確認（改変区域または近傍

に生息環境がある→工事騒

音により逃避の可能性有） 

・工事の実施時間（連続的/一

時的） 

・該当種の騒音反応特性に関

する既往知見（猛禽類の例

では慣れにより影響小さい

等） 

・低騒音型の建設

機械使用 

・工事時期の分割 

⑤騒音による

餌資源の減少 

鳥類 餌資源（鳥類/哺乳類等）の

騒音影響の有無と生息地を

確認（改変区域または近傍

に生息環境がある→工事騒

音により逃避の可能性有） 

・工事の実施時間（連続的/一

時的） 

・餌となる該当種の騒音反応

特性に関する既往知見 

 

・低騒音型の建設

機械使用 

・工事時期の分割 

⑥工事関係車

両への接触 

哺乳類、爬虫類、

両生類 

生息環境（樹林/草地/他）と

改変区域の重なりを確認 

（生息環境または周辺を工

事車両が通行→接触の可能

性有） 

・工事関係車両の走行時間と

該当種の活動特性（夜行性

等） 

 

工事関係車両の減

速 

 

⑦濁水の流入

による生息環

境の悪化 

両生類、昆虫類、

魚類、底生動物 

改変区域と生息環境（河川

等）との位置関係を確認 

（改変区域より低い→環境

悪化の可能性有） 

・該当種の確認位置 土堤等設置による

濁水流入防止 

⑧濁水の流入

による繁殖環

境の悪化 

両生類 改変区域と繁殖場所との位

置関係を確認（改変区域よ

り低い→環境悪化の可能性

有） 

・該当種の繁殖場所 土堤等設置による

濁水流入防止 
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表 4.2-1(34) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

植 

物 

重
要
な
種
及
び
重
要
な
群
落
（
海
域
に
生
育
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1.調査すべき情報 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の

状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれの

ある野生生物－（植物／昆虫類／鳥類）」（福島県生活環境部、平

成 14 年）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を

行う。 

①植物相 

目視観察調査 

②植生 

ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の

状況 

【文献その他の資料調査】 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれのあ

る野生生物－（植物／昆虫類／鳥類）」（福島県生活環境部、平成 14

年）等による情報収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

「(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状

況」の現地調査において確認した種及び群落から、重要な種及び重

要な群落の分布について、整理及び解析を行う。 

一般的な手法

とした。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

※現地調査の植物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法

（平成 24 年度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独

立行政法人土木研究所、平成 25 年）では対象事業実施区域か

ら 250m 程度、「面整備事業環境影響評価技術マニュアルⅡ」（建

設省都市局都市計画課、平成 11 年）では同区域から 200m 程度

が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の範囲とし

た。 

植物に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-6(1) 植物の調査範囲（植物相及び植生）」に示す対

象事業実施区域から約 300m の範囲の経路等とする。 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の

状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状

況」の現地調査と同じ地点とする。 

対象事業実施区

域及びその周囲

とした。 
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表 4.2-1(35) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

植 

物 

重
要
な
種
及
び
重
要
な
群
落
（
海
域
に
生
育
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

 

5.調査期間等 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①植物相 

春、初夏、夏、秋の 4 季に実施する。 

②植生 

秋の 1 季に実施する。 

※調査月については春（3～5 月）、夏（6～8 月）、秋（9～

11 月）を基本とする。 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の

状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状

況」と同じ期間とする。 

各分類群の特性

を踏まえ、「発電

所アセスの手

引」等に記載さ

れている一般的

な時期及び期間

とした。 

6.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基

づき、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及

び重要な群落への影響を予測する。 

現地調査から影響予測、評価までの流れについては、植物の影響

予測及び評価フロー（図 4.2-6(2)）のとおりである。 

一般的に動物の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

7.予測地域 

「3.調査地域」のうち、重要な種及び重要な群落の生育又は分布

する地域とする。 

造成等の施工、

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地域とした。 

8.予測対象時期等 

(1) 造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による植物の生育環境への影響が最大となる時

期とする。 

(2) 地形改変及び施設の存在 

発電所の運転が定常状態に達した時期とする。 

造成等の施工、

地形改変及び施

設の存在による

影響を的確に把

握できる時期と

した。 

9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工、地形改変及び施設の存在による重要な種及び重

要な群落に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減され

ているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされて

いるかどうかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づ

く手法とした。 
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表 4.2-1(36) 調査の手法及び内容（植物） 

項目 調査手法 内容 

植物相 目視観察調査 調査地域の範囲を、樹林、草地における主要な群落を網羅するよう踏査する。

その他の箇所については、随時補足的に踏査する。目視により確認した植物

種（シダ植物以上の高等植物）の種名と生育状況を調査票に記録する。 

植生 ブラウン－ブランケの植

物社会学的植生調査法 

調査地域内に存在する各植物群落を代表する地点において、ブラウン－ブラ

ンケの植物社会学的方法に基づき、コドラート内の各植物の被度・群度を記

録することにより行う。コドラートの大きさは、対象とする群落により異な

るが、樹林地で 10m×10m から 20m×20m、草地で 1m×1m から 3m×3m 程度を

おおよその目安とする。各コドラートについて生育種を確認し、階層の区分、

各植物の被度・群度を記録し、群落組成表を作成する。 

現存植生図の作成 文献その他の資料、空中写真を用いて予め作成した植生判読素図を、現地調

査により補完し作成する。図化精度は 1/25,000 程度とする。 
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表 4.2-1(37) 植生調査点の設定根拠 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ブラウン－ブランケ

の植物社会学的植生

調査法 

V1 アカマツ群落（Ⅴ） 文献その他の資料調査による現存

植生図より、対象事業実施区域の主

な植生に調査地点を設定した。 
V2  

V3  

V4 アカマツ植林 

V5 カラマツ植林 

V6  

V7 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

V8  

V9 クリ－コナラ群集 

V10  

V11 クリ－ミズナラ群集 

V12  

V13  

V14 ブナ－ミズナラ群集 

V15  

V16 水田雑草群落 

V17 伐採跡地群落（Ⅴ） 

V18  

V19 放棄畑雑草地群落 

V20 牧草地 

V21  

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、現地の状況を踏まえて、適宜現地植生に

修正する。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-6(1)に対応する。  
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図 4.2-6(1) 植物の調査範囲（植物相及び植生） 

  

注：1．踏査ルート及び調査地点は現地及び事業

計画の状況を踏まえ適宜設定・変更す

る。 

2．図中の調査地点は表 4.2-1(37)に対応す

る。 
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図 4.2-6(2-1) 植物の影響予測及び評価フロー  
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図 4.2-6(2-2) 植物の影響予測及び評価フロー(改変区域との重ね合わせ例) 
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表 4.2-1(38) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施 設 の 

存 在 

 

施設の稼働 

1.調査すべき情報 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

①上位性の注目種：オオタカ 

②典型性の注目種：カラ類 

③特殊性の注目種：特殊な環境が存在しないことから選定しな

い。 

※上位性、典型性の種については現地の確認状況により変更と

なる可能性がある。 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

地形の状況、動物及び植物の文献その他の資料調査から動植物

その他の自然環境に係る概況の整理を行う。 

【現地調査】 

動物及び植物の現地調査と同じとする。 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

動物及び植物の文献その他の資料による情報の収集並びに当

該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を

行う。 

①オオタカ（上位性の注目種） 

・生息状況調査：定点観察法による調査 

・餌資源調査：動物における任意観察調査（鳥類）及びポイ

ントセンサス法による調査 

②カラ類（典型性の注目種） 

・生息状況調査：テリトリーマッピング法による調査 

・餌資源調査：ビーティング法及びスウィーピング法による

昆虫類等を対象とした採集調査 

一般的な手法と

した。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

生態系に係る環

境影響を受ける

おそれのある地

域とした。 

4.調査地点 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

動物及び植物の現地調査と同じとする。 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-7(1)～(4) 生態系の調査位置」に示す対象事業実施

区域及びその周囲の経路、調査地点等とする。 

注目種等が適切

に把握できる地

点等とした。 



 

109 

表 4.2-1(39) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生
態
系 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施 設 の 

存 在 

 

施設の稼働 

5.調査期間等 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

動物及び植物の現地調査と同じとする。 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若

しくは生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。 

①オオタカ（上位性の注目種） 

・生息状況調査：「動物 5.調査期間等 ②鳥類 b.希少猛

禽類」として実施する調査期間に準じる。 

・餌資源調査：「動物 5.調査期間等 ②鳥類 a.鳥類」と

して実施する調査期間に準じる。 

②カラ類（典型性の注目種） 

・生息状況調査：繁殖期である春季に実施する。 

・餌資源調査：春、夏、秋の 3 季に実施する。 

注目種の生態的

特性を踏まえた

期間とした。 

6.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基

づき、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、上位

性注目種の好適営巣環境の変化や典型性注目種の行動圏の変化等

を推定し、影響を予測する。 

現地調査から影響予測、評価までの流れについては、生態系の影

響予測及び評価フロー（図 4.2-7(5)）のとおりである。 

影響の程度や種

類に応じて環境

影響の量的、質

的な変化の程度

を推定するため

の手法とした。 

7.予測地域 

「3.調査地域」のうち、注目種等の生息・生育又は分布する地域

とする。 

造成等の施工、

地形改変及び施

設の存在、施設

の稼働による影

響が想定される

地域とした。 

8.予測対象時期等 

(1) 造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による注目種の餌場・繁殖地・生息地への影響が最

大となる時期とする。 

(2) 地形改変及び施設の存在、施設の稼働 

発電所の運転が定常状態に達した時期とする。 

造成等の施工、

地形改変及び施

設の存在、施設

の稼働による影

響を的確に把握

できる時期とし

た。 

9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働による地域

を特徴づける生態系に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は

低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づ

く手法とした。 
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表 4.2-1(40) 注目種選定マトリクス表（生態系） 

【上位性種】 

評価基準 キツネ オオタカ クマタカ フクロウ 

行動圏が大きく、広い環境を代表する ○ ○ ○ ○ 

年間を通じて生息が確認できる ○ ○ ○ ○ 

繁殖している可能性が高い ○ ○ △ ○ 

改変エリアを利用する ○ △ △ △ 

調査により分布・生態が把握しやすい △ ○ ○ △ 

風力発電施設の稼働による影響が懸念される × ○ ○ ○ 

注：○：該当する △：一部該当する ×：該当しない 

 

【典型性種】 

評価基準 ノウサギ カラ類 タヌキ 

個体数あるいは現存量が多い ○ ○ ○ 

多様な環境を利用する ○ ○ ○ 

年間を通じて生息が確認できる ○ ○ ○ 

繁殖している可能性が高い ○ ○ ○ 

改変エリアを利用する ○ ○ ○ 

生物間の相互関係や生態系の機能に重要な役割を持つ ○ ○ ○ 

調査により分布・生態が把握しやすい ○ ○ ○ 

風力発電施設の稼働による影響が懸念される × ○ × 

注：○：該当する ×：該当しない 

 

表 4.2-1(41) 調査手法及び内容（生態系） 

注目種 調査手法 内容 

オオタカ 生息状況調査 定点観察法による調査を実施し、生息状況や探餌、採餌行動等を記録する。 

餌資源調査 ドバト等の小型から中型の鳥類は、「動物」として実施する調査において個体

数、位置、生息環境等を記録する。 

また、餌の残骸及びペリットを採集した場合には、餌資源を把握する。 

カラ類 生息状況調査 テリトリーマッピング法による調査を実施し、確認されたカラ類の繁殖活動に

関わる行動の確認位置及び確認環境について記録し、テリトリー数、生息密度

を推定する。 

餌資源調査 主要な環境毎に昆虫類等を対象としてビーティング法及びスウィーピング法に

よる調査を実施し、カラ類の餌資源量を定量的に算出する。 
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表 4.2-1(42) オオタカの生息状況調査地点設定根拠 

調査手法 調査地点 設定根拠 

定点観察法
による調査 

St.1 対象事業実施区域北側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.2 対象事業実施区域北側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.3 対象事業実施区域北東～東側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.4 対象事業実施区域東側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.5 対象事業実施区域南東側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.6 対象事業実施区域南東側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.7 対象事業実施区域南東～南側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.8 対象事業実施区域南側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.9 対象事業実施区域中央における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.10 対象事業実施区域中央における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.11 対象事業実施区域中央～南側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.12 対象事業実施区域西側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.13 対象事業実施区域南～南西側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.14 対象事業実施区域南西側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.15 対象事業実施区域西～北西側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.16 対象事業実施区域北西側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

St.17 対象事業実施区域北側における上位性注目種の生息状況を把握するために設定した。 

注：1．基本的には 8 地点での実施とするが、現地では、希少猛禽類の出現状況や天気に応じて調査地点を移動、ある

いは新規地点の設定、移動観察等による対応を適宜行う。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-7(1)に対応する。 

 

表 4.2-1(43) オオタカの餌資源調査地点設定根拠 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ポイントセン

サス法による

調査 

P1 耕作地（牧草地） 対象事業実施区域及びその周囲に生

息する上位性注目種の餌資源となる、 

鳥類について、主な環境（植生）にお 

ける生息状況を把握するために設定 

した。 

P2 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

P3 落葉広葉樹林（ブナ－ミズナラ群落） 

P4 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

P5 乾性草地・低木林（伐採跡地群落（Ｖ）） 

P6 植林地（カラマツ植林） 

P7 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

P8 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

P9 耕作地（牧草地） 

P10 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

P11 植林地（アカマツ植林） 

P12 耕作地（水田雑草群落） 

P13 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 

P14 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-7(2)に対応する。 
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表 4.2-1(44) カラ類の生息状況調査地点設定根拠 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

テリトリーマ

ッピング法に

よる調査 

L1 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 対象事業実施区域及びその周囲に生

息するカラ類について、主な環境（植

生）における生息状況を把握するため

に設定した。 

L2 針葉樹林（アカマツ群落（Ⅴ）） 

L3 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 

L4 針葉樹林（アカマツ群落（Ⅴ）） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査ルートの番号は図 4.2-7(3)に対応する。 

 

表 4.2-1(45) カラ類の餌資源調査地点設定根拠 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ビーティング

法及びスウィ

ーピング法に

よる調査 

I1 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 対象事業実施区域及びその周囲に生

息する典型性注目種の餌資源となる、

昆虫類について、主な環境（植生）に

おける生息状況を把握するために設

定した。 

I2 針葉樹林（アカマツ群落（Ｖ）） 

I3 落葉広葉樹林（ブナ－ミズナラ群落） 

I4 落葉広葉樹林（クリ－ミズナラ群集） 

I5 植林地（カラマツ植林） 

I6 植林地（スギ・ヒノキ・サワラ植林） 

I7 耕作地（牧草地） 

I8 耕作地（牧草地） 

I9 耕作地（水田雑草群落） 

注：1．環境（植生）については、現存植生図（環境省）を基にしたが、適宜現地状況の植生とする。 

2．表中の調査地点の番号は図 4.2-7(4)に対応する。 
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図 4.2-7(1) 生態系の調査位置（上位性の注目種：生息状況調査）  

注：1．オオタカの出現状況や天気に応じて調査地

点を移動、あるいは新規地点の設定、移動

観察等による対応を適宜行う。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(42)に対

応する。 
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図 4.2-7(2) 生態系の調査位置（上位性の注目種：餌資源調査（小中型鳥類））  

注：1．調査ルート及び調査地点は現地及び事業計

画の状況を踏まえ適宜設定・変更する。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(43)に対

応する。 
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図 4.2-7(3) 生態系の調査位置（典型性の注目種：生息状況調査）  

注：1．調査ルート及び調査地点は現地及び事業

計画の状況を踏まえ適宜設定・変更する。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(44)に

対応する。 
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図 4.2-7(4) 生態系の調査位置（典型性の注目種：餌資源調査）  

注：1．調査ルート及び調査地点は現地及び事業

計画の状況を踏まえ適宜設定・変更する。 

2．図中の調査地点の番号は表 4.2-1(45)に

対応する。 
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図 4.2-7(5-1) 生態系の影響予測及び評価フロー(調査・予測・評価の方法)  
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図 4.2-7(5-2) 生態系の影響予測及び評価フロー（上位性の注目種：オオタカ） 

 

  

総合評価・考察 

生息状況調査 植生分布調査 餌資源調査 

メッシュ毎の
営巣適地点数
の算出 

メッシュ毎の採
餌・探餌行動位置
の抽出 

メッシュ毎の採餌・探餌行動に
影響を与えると考えられる環
境要因の整理 

文献その他の資料調査
及び現地調査の整理に
よる餌資源の生息環境
毎の推定密度算出 

文献その他の
資料の整理及
び営巣条件の
抽出 

採餌・探餌行動の
把握 

調査範囲における現存植生の
把握 

標高、傾斜、地形条件等の把握 

利用している餌資源
の把握 

営巣環境への
影響予測 

餌資源への影響予測 

営巣適地環境
の抽出 

MaxEnt による採餌・探餌行動出現確率の推定 

事業計画 

採餌環境への影響予測 
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図 4.2-7(5-3) 生態系の影響予測及び評価フロー（典型性の注目種：カラ類） 

 

  

餌資源調査 

文献その他の資料調査及び
現地調査の整理による環境
毎の餌量の整理 

利用している餌資源の把握 

餌資源への影響予測 

生息状況調査 

各環境類型における資源選
択性指数の推定 

各環境類型におけるカラ類
の確認例数及び踏査距離の
整理 

生息環境への影響予測 

メッシュ毎の生息環境適合
性指数を算出 

事業計画 

総合評価・考察 
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図 4.2-7(5-4) 生態系の影響予測及び評価図（ポテンシャルマップ例） 

  

ポテンシャルマップ イメージ図 
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表 4.2-1(46) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

景 

観 

主
要
な
眺
望
点
及
び
景
観
資
源
並
び
に
主
要
な
眺
望
景
観 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1.調査すべき情報 

(1) 主要な眺望点 

(2) 景観資源の状況 

(3) 主要な眺望景観の状況  

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 主要な眺望点 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の

収集並びに当該情報の整理及び解析を行うとともに、将来の風

力発電施設の可視領域について検討を行う。 

※可視領域の検討とは、主要な眺望点の周囲について、メッシ

ュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ

解析を行い、風力発電機（地上高さ：211m）が視認される可

能性のある領域をいう。 

また、住民が日常的に眺望する景観については、居住地域の

入手可能な資料及び現地調査にて当該情報を整理し、文献その

他の資料調査を補足する。 

(2) 景観資源の状況  

【文献その他の資料調査】 

調査地域に存在する山岳、湖沼等の自然景観資源、歴史的文

化財等の人文景観資源の分布状況を、文献等により把握する。 

(3) 主要な眺望景観の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1) 主要な眺望点」及び「(2) 景観資源の状況」の調査

結果から主要な眺望景観を把握し、当該情報の整理及び解析を

行う。 

【現地調査】 

現地踏査による写真撮影及び目視確認による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析を行う。 

一般的な手法とし

た。 

3.調査地域 

(1) 主要な眺望点  

将来の風力発電施設の可視領域及び垂直視野角 1 度以上で

視認される可能性のある範囲を踏まえ、対象事業実施区域及び

その周囲とする。 

(2) 景観資源の状況 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

(3) 主要な眺望景観の状況 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

景観に係る環境影

響を受けるおそれ

の あ る 地 域 と し

た。 

4.調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とす

る。 

【現地調査】 

「2.調査の基本的な手法」の「(1) 主要な眺望点」及び「(2) 

景観資源の状況」の調査結果を踏まえ選定した、「図 4.2-8 景

観の調査位置」に示す主要な眺望点 8 地点とする。 

対象事業実施区域

の周囲における主

要な眺望点を対象

とした。 

5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

落葉期及び繁茂期とする。 

地形改変及び施設

の存在による景観

の状況を把握でき

る時期及び期間と

した。   
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表 4.2-1(47) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の

区 分 

影響要因の

区 分 

景 

観 

主
要
な
眺
望
点
及
び
景
観
資
源
並
び
に
主
要
な
眺
望
景
観 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

6.予測の基本的な手法 

(1) 主要な眺望点及び景観資源の状況 

主要な眺望点及び景観資源の位置と対象事業実施区域を重ね

ることにより影響の有無を予測する。 

(2) 主要な眺望景観の状況 

主要な眺望点から撮影する現況の眺望景観の写真に、将来の

風力発電施設の完成予想図を合成するフォトモンタージュ法に

より、眺望点の利用状況も踏まえ、最大予測が可能な時期にお

いて、眺望の変化の程度を視覚的表現によって予測する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業

の計画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で

実施する。 

一般的に景観の予

測で用いられてい

る手法とした。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じとする。 

地形改変及び施設

の存在による影響

が想定される地域

とした。 

8.予測地点 

(1) 主要な眺望点の状況及び主要な眺望景観の状況 

「4.調査地点」と同じ、主要な眺望点として選定する 8 地点

とする。 

(2) 景観資源の状況 

「2.調査の基本的な手法」の「(2) 景観資源の状況」におい

て景観資源として把握した地点とする。 

地形改変及び施設

の存在による影響

が想定される地点

とした。 

9.予測対象時期等  

すべての風力発電施設等が完成した時期とする。 

地形改変及び施設

の存在による影響

を的確に把握でき

る時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

地形改変及び施設の存在による主要な眺望点及び景観資源並

びに主要な眺望景観に関する影響が、実行可能な範囲内で回避

又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 
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表 4.2-1(48) 景観調査地点の設定根拠 

番号 調査地点 設定根拠 

① 鬼ヶ城山（西峰・東峰） 風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲内において、公

的な HP や観光パンフレット等に眺望の情報が掲載されている地点かつ可視領域

図で可視であり、不特定多数の利用がある地点を主要な眺望点として設定した。 

なお、いわき市へのヒアリングを踏まえ「②いわきの里鬼ヶ城」を主要な眺望点

として設定し、川内村へのヒアリングを踏まえ「④高塚山」を主要な眺望点とし

て設定した。 

位置は図 4.2-8 のとおりである。 

② いわきの里鬼ヶ城 

③ 五社山 

④ 高塚山 

⑤ 小白井集会所 
風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲内かつ、可視領

域図において可視である地域の拠点施設（生活環境の場）を主要な眺望点として

設定した。 

なお、いわき市へのヒアリングを踏まえ「⑤小白井集会所」を主要な眺望点とし

て設定した。 

位置は図 4.2-8 のとおりである。 

⑥ 川前活性化センター 

⑦ 志田名集会所 

⑧ 川内村役場 
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図 4.2-8 景観の調査位置  

注：可視領域は風力発電機が視認される可能性の
ある範囲を示す。可視領域のシミュレーショ
ンでは標高（地形）のみを考慮しており、木々
や人工構造物による遮蔽を考慮していない。 
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表 4.2-1(49) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

工事用資材

等の搬出入 
1.調査すべき情報 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況  

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状

況及び利用環境の状況  

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況  

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の

収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状

況及び利用環境の状況  

【文献その他の資料調査】 

「(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結

果から、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当

該情報の整理及び解析を行う。 

なお、関係自治体等への聞き取りにより、文献その他の資料

調査を補足する。 

【現地調査】 

現地踏査（写真撮影、目視調査含む。）を行い、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場における利用の状況及び利用環境

の状況、アクセス状況を把握し、結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法とし

た。 

3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。 

人と自然との触れ

合いの活動の場に

係る環境影響を受

けるおそれのある

地域とした。 

4.調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの

周囲の地域とする。 

【現地調査】 

「2.調査の基本的な手法」の「(1) 人と自然との触れ合い

の活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図 4.2-9 主要な人

と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 4 地点（鬼

ヶ城山（登山道含む）、いわきの里鬼ヶ城、不動滝、平伏沼）と

する。 

工事関係車両の主

要な走行ルートの

周囲における主要

な人と自然との触

れ合いの活動の場

を対象とした。 

5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

利用状況を考慮した時期に 1 回実施する。また、景観の現地

調査時にも随時確認することとする。 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場の状況を把握

できる時期及び期

間とした。 

6.予測の基本的な手法  

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、工事用資材

等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への

アクセスルートにおける交通量の変化を予測し、利用特性への

影響を予測する。 

一般的に人と自然

との触れ合いの活

動の場の予測で用

いられている手法

とした。   
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表 4.2-1(50) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

工事用資材

等の搬出入 
7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの

周囲の地域とする。 

工事関係車両の走

行による影響が想

定される地域とし

た。 

8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する 4 地点（鬼ヶ城

山（登山道含む）、いわきの里 鬼ヶ城、不動滝、平伏沼）とする。 

工事関係車両の走

行による影響が想

定される地点とし

た。 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期

とする。 

工事関係車両の走

行による影響を的

確に予測できる時

期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入による主要な人と自然との触れ合いの

活動の場に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減さ

れているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になさ

れているかどうかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 
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表 4.2-1(51) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1.調査すべき情報 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況  

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状

況及び利用環境の状況  

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況  

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の

収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状

況及び利用環境の状況  

【文献その他の資料調査】 

「(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結

果から、主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当

該情報の整理及び解析を行う。 

なお、聞き取りにより、文献その他の資料調査を補足する。 

【現地調査】 

現地踏査（写真撮影、目視調査含む。）を行い、主要な人と自

然との触れ合いの活動の場における利用状況及び利用環境の

状況を把握し、結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法とし

た。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。 

人と自然との触れ

合いの活動の場に

係る環境影響を受

けるおそれのある

地域とした。 

4.調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地

域とする。 

【現地調査】 

「2.調査の基本的な手法」の「(1) 人と自然との触れ合い

の活動の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図 4.2-9 主要な人

と自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 2 地点（鬼

ヶ城山（登山道含む）、いわきの里鬼ヶ城）とする。 

対象事業実施区域

の周囲における主

要な人と自然との

触れ合いの活動の

場を対象とした。 

5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

利用状況を考慮した時期に 1 回実施する。また、景観の現地

調査時にも随時確認することとする。 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場の状況を把握

できる時期及び期

間とした。 

6.予測の基本的な手法  

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場について、分布及び利用環境の改

変の程度を把握した上で、利用特性への影響を予測する。 

一般的に人と自然

との触れ合いの活

動の場の予測で用

いられている手法

とした。   
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表 4.2-1(52) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

7.予測地域  

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地

域とする。 

地形改変及び施設

の存在による影響

が想定される地域

とした。 

8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する 2 地点（鬼ヶ城

山（登山道含む）、いわきの里鬼ヶ城）とする。 

地形改変及び施設

の存在による影響

が想定される地点

とした。 

9.予測対象時期等 

すべての風力発電施設等が完成した時期とする。 

地形改変及び施設

の存在による影響

を的確に予測でき

る時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

地形改変及び施設の存在による主要な人と自然との触れ合い

の活動の場に関する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減

されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 

 

表 4.2-1(53) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

不動滝 工事関係車両の主要な走行ルートが本地点へのアクセスルートに重複する

可能性があること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用す

る主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があ

ることから設定した。 
平伏沼 

鬼ヶ城山 

（登山道含む） 
対象事業実施区域の周囲に位置しており、かつ工事関係車両の主要な走行

ルートが本地点へのアクセスルートに重複する可能性があること、自然観

賞等の利用により不特定かつ多数の者が利用する主要な人と自然との触れ

合いの活動の場として機能している可能性があることから設定した。 
いわきの里鬼ヶ城 
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図 4.2-9 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置  



 

130 

表 4.2-1(54) 調査、予測及び評価の手法（廃棄物等） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の 

区 分 

廃
棄
物
等 

産
業
廃
棄
物
及
び
残
土 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及

び残土の発生量を予測する。 

一般的に廃棄物等

の予測で用いられ

ている手法とし

た。 

2.予測地域 

対象事業実施区域とする。 

造成等の施工によ

る産業廃棄物及び

残土が発生する地

域とした。 

3.予測対象時期等 

工事期間中とする。 

造成等の施工によ

る産業廃棄物及び

残土が発生する時

期とした。 

4.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工による産業廃棄物及び残土の発生量が、実行可

能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 
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表 4.2-1(55) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
粉
じ
ん
等
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

工事用資材

等の搬出入 

1.調査すべき情報 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「環境省 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を

行う。 

【現地調査】 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」（平成

23 年環境省令第 33 号）第 43 条で定められた方法により放射

線の量（空間線量率）を測定し、調査結果の整理を行う。 

「環境影響評価技

術ガイド（放射性

物質）」（環境省総

合環境政策局環境

影響評価課、平成

27 年）に記載され

た手法とした。 

3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

放射線量に係る環

境影響を受けるお

それのある地域と

した。 

4.調査地点 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-10(1) 放射線の量調査位置（空間線量率）」に示

す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 3 地点（沿道 1～沿

道 3）とする。 

工事関係車両の走

行ルート沿いの住

宅等のうち、工事

関係車両の集中が

見込まれる地点を

対象とした。 

5.調査期間等 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【現地調査】 

1 回行う。 

工事関係車両の走

行が想定される時

期とした。 

6.予測の基本的な手法 

拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、又は、既往の放

射性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価技

術ガイド（放射性

物質）」（環境省総

合環境政策局環境

影響評価課、平成

27 年）に記載され

た手法とした。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの

沿道とする。 

工事関係車両の走

行による影響が想

定される地域とし

た。 

8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の

主要な走行ルート沿いの 3 地点（沿道 1～沿道 3）とする。 

工事関係車両の走

行による影響が想

定される地点とし

た。 
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表 4.2-1(56) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
粉
じ
ん
等
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

工事用資材

等の搬出入 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の走行に伴う空間線量率に

係る環境影響が最大となる時期とする。 

工事関係車両の走

行による影響を的

確に把握できる時

期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入による放射線の量（空間線量率）に関

する影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを

検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかど

うかを評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 
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表 4.2-1(57) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
粉
じ
ん
等
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

建設機械の

稼 働 

1.調査すべき情報 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「環境省 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を

行う。 

【現地調査】 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」（平成

23 年環境省令第 33 号）第 43 条で定められた方法により放射

線の量（空間線量率）を測定し、調査結果の整理を行う。 

「環境影響評価技

術ガイド（放射性

物質）」（環境省総

合環境政策局環境

影響評価課、平成

27 年 3 月）に記載

された手法とし

た。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

放射線量に係る環

境影響を受けるお

それのある地域と

した。 

4.調査地点 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲の空間線量率調査地点とす

る。 

【現地調査】 

「図 4.2-10(1) 放射線の量調査位置（空間線量率）」に示

す風力発電機の設置予定位置の 9 地点（建設 1～建設 9）及び

対象事業実施区域の周囲の 5 地点（周辺 1～周辺 5）とする。 

建設機械の稼働に

よる影響が想定さ

れる地点とした。 

5.調査期間等 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

1 回行う。 

建設機械の稼働が

想定される時期と

した。 

6.予測の基本的な手法 

拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、又は、既往の放

射性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価技

術ガイド（放射性

物質）」（環境省総

合環境政策局環境

影響評価課、平成

27 年）に記載され

た手法とした。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とす

る。 

建設機械の稼働に

よる影響が想定さ

れる地域とした。 

8.予測地点 

予測地域と同じとする。 

建設機械の稼働に

よる影響が想定さ

れる地点とした。 
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表 4.2-1(58) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
粉
じ
ん
等
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

建設機械の

稼 働 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働に伴う空間線量率に係る

環境影響が最大となる時期とする。 

建設機械の稼働

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働による放射線の量（空間線量率）が、実行可能

な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全に

ついての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「発電所アセス

の手引」に基づく

手法とした。 
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表 4.2-1(59) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
水
の
濁
り
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.調査すべき情報 

(1) 放射線の量（放射能濃度：水質）の状況 

(2) 放射線の量（放射能濃度：土壌）の状況 

環境の現況として

把握すべき項目及

び予測に用いる項

目を選定した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 放射線の量（放射能濃度：水質）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「環境省 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を

行う。 

【現地調査】 

以下の方法で測定し、調査結果の整理を行う。 

採取：「環境試料採取法」（文部科学省、昭和 58 年）等 

分析：ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメ

トリー測定等 

(2) 放射線の量（放射能濃度：土壌）の状況 

【現地調査】 

落葉や落枝等のリター層及び表土 1cm 前後、15cm 前後を採

取して、以下の方法で測定し、調査結果の整理を行う。 

採取：「環境試料採取法」（文部科学省、昭和 58 年）等 

分析：ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリ

ー測定等 

「環境影響評価技

術ガイド（放射性

物質）」（環境省

総合環境政策局環

境影響評価課、平

成 27 年）に記載さ

れた手法とした。 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の河川とする。 

放射線量に係る環

境影響を受けるお

それのある地域と

した。 

4.調査地点 

(1) 放射線の量（放射能濃度：水質）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河

川とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-10(2) 放射線の量調査位置（水質、土壌）」に示

す対象事業実施区域及びその周囲の 9 地点（水質 1～水質 9）

とする。 

(2) 放射線の量（放射能濃度：土壌）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-10(2) 放射線の量調査位置（水質、土壌）」に示

す風力発電機の設置予定位置の 9 地点（土壌 1～土壌 9）とす

る。 

放射線の量（放射

能濃度：水質）の

状況についての選

定理由は、水質（浮

遊物質量の状況及

び流れの状況）と

同様である。 

放射線の量（放射

能濃度：土壌）の

状況についての選

定理由は、風力発

電機の設置予定位

置の地点とした。 

5.調査期間等 

(1) 放射線の量（放射能濃度：水質）の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

平水時に 1 回、降雨時に 1 回行う。 

(2) 放射線の量（放射能濃度：土壌）の状況 

【現地調査】 

1 回行う。 

工事の実施が想定

される時期とし

た。 
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表 4.2-1(60) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
水
の
濁
り
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

6.予測の基本的な手法 

拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、又は、既往の放

射性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価技

術ガイド（放射性

物質）」（環境省総

合環境政策局環境

影響評価課、平成

27 年）に記載され

た手法とした。 

7.予測地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

造成等の施工によ

る影響が想定され

る地域とした。 

8.予測地点 

対象事業実施区域において設置する仮設沈砂池の排水口とす

る。 

水質に係る環境影

響を的確に把握で

きる地点とした。 

9.予測対象時期等 

工事期間中とする。 

造成等の施工によ

る影響を的確に把

握できる時期とし

た。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工による放射線の量（水質及び土壌の放射能濃

度）が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討

し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

を評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 
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表 4.2-1(61) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放
射
線
の
量 

放
射
線
の
量
（
産
業
廃
棄
物
及
び
残
土
の
発
生
に
伴
う
も
の
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及

び残土の発生量を予測する。 

一般的に廃棄物等

の予測で用いられ

ている手法とし

た。 

2.予測地域 

対象事業実施区域とする。 

造成等の施工によ

る産業廃棄物及び

残土が発生する地

域とした。 

3.予測対象時期等 

工事期間中とする。 

造成等の施工によ

る産業廃棄物及び

残土が発生する時

期とした。 

4.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工による放射線の量（産業廃棄物及び残土）の上

昇が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討

し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

を評価する。 

「発電所アセスの

手引」に基づく手

法とした。 
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表 4.2-1(62) 放射線の量調査地点設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

工事用資材等の

搬出入 

沿道 1 ・工事関係車両の主要な走行ルート（一般県道 359 号）沿いの住宅等
のうち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 2 ・工事関係車両の主要な走行ルート（主要地方道 36 号）沿いの住宅
等のうち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 3 ・工事関係車両の主要な走行ルート（主要地方道 36 号）沿いの住宅
等のうち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

建設機械の稼働 建設（9 地点） ・拡散・流出防止措置を講じる必要がある工事等を行い、一定程度の
改変を行う風力発電機の設置予定位置とした。 

※風力発電機の設置位置が準備書以降で変更となった場合は、必要
に応じて追加調査を検討する。 

周辺 1 ・風力発電機の設置予定位置から北西側の地点とした。 
・周囲に住宅等が存在する。 

周辺 2 ・風力発電機の設置予定位置から北側の地点とした。 
・周囲に住宅等が存在する。 

周辺 3 ・風力発電機の設置予定位置から北東側の地点とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 

周辺 4 ・風力発電機の設置予定位置から東側の地点とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 

周辺 5 ・風力発電機の設置予定位置から南西側の地点とした。 
・「いわきの里鬼ヶ城」周辺である。 

造成等の施工によ

る一時的な影響 

水質 1 ・対象事業実施区域の周囲において、対象事業実施区域を集水域に含
む河川（小白井川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 2 ・対象事業実施区域の周囲において、対象事業実施区域を集水域に含
む河川（小白井川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 3 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集
水域に含む河川（小白井川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 4 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集
水域に含む河川（小白井川）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 5 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集
水域に含む河川（小白井川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 6 ・対象事業実施区域において、風力発電機の設置予定位置を集水域に
含む河川（鹿又川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 7 ・対象事業実施区域の周囲において、対象事業実施区域を集水域に含
む河川（鹿又川）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 8 ・対象事業実施区域において、対象事業実施区域を集水域に含む河川
（鹿又川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

水質 9 ・対象事業実施区域の周囲において、風力発電機の設置予定位置を集
水域に含む河川（門八川の支流）とした。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能な地点とした。 
・安全を確保した上で人のアクセスが可能な地点とした。 

土壌（9 地点） ・拡散・流出防止措置を講じる必要がある工事等を行い、一定程度の
改変を行う風力発電機の設置予定位置とした。 

※風力発電機の設置位置が準備書以降で変更となった場合は、必要
に応じて追加調査を検討する。 
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図 4.2-10(1) 放射線の量調査位置（空間線量率）  
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図 4.2-10(2) 放射線の量調査位置（水質、土壌） 
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4.2.3 専門家等からの意見の概要 

調査、予測及び評価の手法について、動物及び植物に関しては、当該地域の自然特性を勘案

した調査、予測及び評価の手法とするため、専門家等からの意見聴取を実施した。専門家等か

らの意見の概要及び事業者の対応は表 4.2-2 のとおりである。 

 

表 4.2-2(1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 A） 

意見聴取日：令和 6 年 10 月 29 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

コウモリ類 【所属：任意団体】 

・累積的影響も含めた評価を行うことが望ましいが、現状、異なる事業者

間での情報共有が難しい点は承知している。まずは、事業地周辺をしっ

かり調べることに重点を置いてほしい。なお、累積的影響の考え方とし

て、欧州において移動中の渡り個体、ひいてはその移動先の繁殖地等に

対するものも含めるとする考えが欧米では出ている。 

・季節移動を行うかつ風力発電機に衝突しやすいと考えられるハイリス

ク種であるヒナコウモリ及びヤマコウモリが確認種として抽出されて

いるため、文献その他の資料による確認種の抽出としては問題ないので

はないか。ヒナコウモリ等、南北に移動しているコウモリ類が存在する

ことに留意してほしい。また、確認種としてコキクガシラコウモリ、キ

クガシラコウモリ及びモモジロコウモリが抽出されているが、これは旧

滝根町（現：田村市）のあぶくま洞や鬼穴を代表とする鍾乳洞をねぐら

としている個体が反映されているのではないか。そのため、本事業の調

査範囲において、このような洞窟群が存在しないか留意の上で安全な範

囲で調査を実施してほしい。 

・捕獲調査は餌である水生昆虫が発生する春季は水辺、展葉期を過ぎて陸

生昆虫が多産する夏季は林内を中心とするなど、各季のコウモリ類の利

用状況に応じて柔軟に対応してほしい。 

 

・コウモリ類は細い尾根の場合は林内の飛翔はほとんど確認されない。一

方で、尾根の上空を採餌しながら飛翔する可能性はある。 

 

 

・上空を飛翔する渡り個体のピークの回数は年によって異なる上、ピーク

が目立たない年も存在する。また、複数種が渡りを行う地点ではよりピ

ークは複雑になる。また、保育や越冬を行う場所によって異なる。一般

的には 8 月上旬で授乳期が終わり、その後成獣は当歳獣より先に移動す

るとされる。そのため、南東北では 8 月中旬～9 月上旬に渡りのピーク

が見られることがある。一方で、林内を飛翔する個体は越冬地へ移動す

るが、必ずしも上空を飛翔するような渡り個体とピークが重なるわけで

はない。 

・季節移動を行う種は風力発電機に衝突すると大量死に繋がる可能性が

ある。死亡例を 0 とするのは難しいが、事業地周辺のコウモリ相を把握

して保全措置を図ることができるようにしてほしい。 

 

・ご指摘を踏まえて、コウ

モリ相の把握に努め

る。また、累積的影響に

ついては最新の知見の

収集に努める。 

・ご指摘を踏まえて、対象

事業実施区域の周辺に

おいても任意踏査を行

うこととした。 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、各季

のコウモリ類の利用状

況に応じて調査地点を

選定する。 

・ご指摘を踏まえて、音声

モニタリング調査にて

飛翔する種の把握に努

める。 

・ご指摘を踏まえて、コウ

モリ類の渡りのピーク

を捉えられるように適

切な時期に調査を実施

することとした。 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、適切

な環境保全措置を検討

の上で、予測及び評価

を実施することとし

た。 
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表 4.2-2(2-1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 B） 

意見聴取日：令和 6 年 10 月 30 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

鳥類 【所属：大学名誉教授】 

・重要種では、ミゾゴイ、ブッポウソウに注意が必要である。ミゾゴイは

IC レコーダーによる録音調査を、4 月中旬～5 月中旬のよく囀る時期に

調査を行うこと。また、取付道路が 4 本あり、小川沿いに上がっていく

薄暗い場所であれば、ミゾゴイが生息している可能性がある。「ミゾゴ

イ保護の進め方」（環境省、平成 28 年）に沿った調査をお願いしたい。

また、対象事業実施区域の周辺について、別件のアセスメント調査でブ

ッポウソウが繁殖期にペアで確認された。営巣地は確認できていない

が、継続的に生息しているという記録があった。本種は福島県内では稀

な種であるが、特に神社のスギの巨木の洞等で確認される。本事業地周

辺でも生息している可能性は否定できないため、留意してほしい。 

・ポイントセンサスが調査手法として採用されているが、正確なデータ、

絶対密度を把握する手法としては、なわばり記図法が優れている。繁殖

期になわばり記図法で調査をしたデータであれば使用できるが、ライン

センサス・ポイントセンサスは相対的な調査法のため、餌量にダイレク

トに結びつかない。そういう意味で、生態系の調査手法としては不向き

である。生態系の餌量調査、カラ類の個体数変動の把握にはなわばり記

図法が適しているため、ポイントセンサスから調査手法を変更し、繁殖

期に調査を実施するという方法が良いかと思う。 

・繁殖期になわばり記図法での調査を実施すると、絶対密度が把握できる。

問題は冬季になかなかデータが取れないことだが、これはポイントセン

サスも同様である。これを補うために、毎月行う猛禽類調査時に水鳥や

小鳥の群れを記録しておけば、データとして使用することが可能であ

る。 

・ポイントセンサスとなわばり記図法どちらも実施するのは大変なので、

ポイントセンサスを省力化する、あるいはやめるという方法でも良いと

思う。半径 25m でデータをとっても量的に評価できるデータにはならな

いため、再検討してほしい。また、各季 1 回の調査では少ない。帯状区

画を実施していれば良いが、実施していない場合は 1 週間～10 日置きに

調査しなければ、季節変動も把握できない。 

 

 

 

・日中の渡りルート図によると、サシバのルートが最も近くに存在してい

る。また、ハチクマのルートが福島県西部を通っている。最近はハチク

マの衝突が度々確認されるようになってきている。渡りルートが周囲を

通っていないとしても、衝突リスクが低いわけではないということに留

意した方が良い。 

・夜間の渡りルート図によると、対象事業実施区域周辺に 2 ルート確認で

きる。日中・夜間あわせた渡り鳥の飛翔高度については EADAS にデータ

がまとめてあるかと思うが、全体の 10％程度の個体が高度 150m 以下を

飛翔している。高度 200m を越えるあたりにピークがあるグラフも多数

あり、最も衝突リスクの高い高度で、今回の風力発電機のブレードが回

転することになれば、相当な数の個体が衝突する可能性がある。このよ

うな状況を鑑み、今回のような風力発電機を導入するのであれば、レー

ダーを用いた夜間調査を行う必要があると考えるが、運搬上の制約もあ

ることから設置可能かも含めて、検討してほしい。 

 

・ご指摘を踏まえて、任意

踏査等で対応すること

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、なわ

ばり記図法による調査

を追加した。 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、猛禽

類調査時に水鳥等の確

認、記録にも留意する

こととした。 

 

・ご指摘を踏まえて、なわ

ばり記図法による調査

を追加したが、定量的

な調査の必要も考慮し

て「発電所アセスの手

引」等も参考にポイン

トセンサス法による調

査も併せて実施するこ

ととした。 

・ご指摘を踏まえて、調査

時は猛禽類の渡りの有

無についても把握に努

める。 

 

・ご指摘を踏まえて、調査

手法について検討する

こととした。 
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表 4.2-2(2-2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 B） 

意見聴取日：令和 6 年 10 月 30 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

鳥類 ・渡り鳥の調査は、帯状区画法を調査範囲の数か所で実施すれば、おおよ

その動態を把握することが可能であり、小鳥、場合によっては中型鳥類

の衝突確率も算出することが可能である。P2 及び P8 周辺の畑であれば、

道路もあり、遮蔽物もないため適している。航空写真での様子を確認す

ると、東西 500m も確保できそうである。500m 確保できなかった場合も、

100m と 500m の比率で区域の形状を変えてもよい。もしもうまく区画が

設定できなければ、下の道路沿いや水田沿いに設定しても良い。対象事

業実施区域内に 2 箇所、外に 1 箇所、あわせて 3 箇所は少なくとも必要

になるかと思う。良い場所を選定して配置してほしい。 

・ご指摘を踏まえて、帯状

区画法による渡り鳥調

査を実施することとし

た。 

 

  



 

144 

表 4.2-2(3-1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 C） 

意見聴取日：令和 6 年 11 月 8 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

動物 

（哺乳類、両

生類、爬虫

類、魚類、底

生動物） 

【所属：県野生動植物保護アドバイザー】 

＜哺乳類＞ 

・森林性のコウモリ類が比較的確認されている地域である。川内村及び田

村市において、現在 EADAS で示されている場所以外でも確認されている

ので、調査の際にはポイントを絞りながら、森林性のコウモリの生息状

況を確認してほしい。 

 

＜爬虫類＞ 

・事業地周辺で、タカチホヘビ、シロマダラは普通に見られる種ではない

かと考えている。別の調査時でも問題ないので、夜間に調査を行うとよ

いのではないか。また、要因は不明だが、事業地周辺でニホンマムシが

減少している。生息を確認した場合には、場所を記録した上で生息環境

を含めた保全措置を検討してほしい。 

 

＜両生類＞ 

・事業地周辺はトウホクサンショウウオが生息する場所である。 

・事業地周辺でトノサマガエルは生息していないと思われる。 

・阿武隈高地全体、茨城県から宮城県にかけての全河川で、カジカガエル

が減少している。減少要因は様々だろうが、カジカガエルを確認した際

には、保全措置を検討してほしい。 

 

＜魚類＞ 

・魚類の抽出文献である「ふるさとの魚たち いわきの淡水魚」（いわき地

域学會、平成 5 年）には小白井川の生息種について記載がある。本文献

内で小白井川はイワナの分布域である一方、魚類調査地点 W2 及び W3 周

辺にはヤマメも分布しており、分布の逆転する特異な場所であるとの記

載があるが、記載の誤りと考えられる。実際には、小白井川には元々イ

ワナしか分布しておらず、ヤマメは放流されたものである。W2 及び W3

周辺は、かつては放流されたヤマメが比較的定着していた。繰り返しに

はなるが、事実と異なる文献の記載については調査の結果も踏まえてよ

く検討し、図書の記載についても修正していくと良いかと思う。 

・小白井川に分布する魚類はイワナが主体であるが、今回魚類の調査地点

が設定されている範囲では、現在は在来のイワナは生息していない。全

て放流個体あるいは交雑個体である。 

・事業地周辺はスナヤツメの生息が部分的に確認される地域である。もし

遺伝子解析を行うのであれば、北方種か南方種かを把握すると良い。福

島県の太平洋沿岸に位置する河川の在来種としては、北方種である。 

・ホトケドジョウの生息が比較的確認されている地域であるため、注意し

てほしい。また、種同定は行えていないが、キタドジョウらしき個体も

確認されている。ドジョウも変わった種が確認されるので、注意しても

らいたい。 

 

＜地域＞ 

・鬼ヶ城山はあまり有名ではないが、その名前から地域の人から崇められ

ていた山と思われる。地域の人々が山と共に生活してきた背景があり、

地域のシンボルでもある山である。本事業地は自然的及び文化的に重要

な場所であると言える。 

 

 

・ご指摘を踏まえて、対象

事業実施区域の周辺に

おいても任意踏査を行

うこととした。 

 

 

・ご指摘を踏まえて、調査

時に確認された重要種

の生息環境等の記録に

努めることとした。 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、調査

時に確認された重要種

の生息環境等の記録に

努めることとした。 

 

・ご指摘を踏まえて、生息

状況に留意して調査す

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、生息

状況に留意して調査す

ることとした。 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、生息

状況に留意して調査す

ることとした。 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、住民

説明会等においては丁

寧な説明に努め、住民

のご意見等も考慮した

上で事業計画の策定を

進めることとした。 
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表 4.2-2(3-2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 C） 

意見聴取日：令和 6 年 11 月 8 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

動物 

（哺乳類、両

生類、爬虫

類、魚類、底

生動物） 

＜その他＞ 

・確認種を抽出する都合仕方のない部分はあるものの、市史等の古い文献

については誤りも多く、事業地周辺には本来生息していない種が記載さ

れていることもある。文献の情報はあくまで参考程度とし、現地調査で

環境や生息種を丁寧に調査して、その結果を踏まえた予測、評価をして

ほしい。 

・調査時期及び調査手法については特にこのまま手続きをすすめても問題

はない。 

 

・ご指摘を踏まえて、収集

する文献資料を追加し

た。 
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表 4.2-2(4) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 D） 

意見聴取日：令和 6 年 10 月 29 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

昆虫類及び 

底生動物 

【所属：大学教授】 

＜昆虫類＞ 

・平伏沼はモリアオガエルの繁殖地として国の天然記念物に選定されてい

るが、ゲンゴロウ等の水生昆虫や底生動物の生息場所としても重要な場

所と考えている。なお、令和 6 年は沼の水位が低下しており、平伏沼の

保全関係者は注視している。このように、非常に地元の注目度が高い場

所のため、平伏沼の存在を念頭において今後の手続きを進めてほしい。 

・文献その他の資料による動物の重要な種を確認した限り、林縁部に生息

している種が多いと感じたため、昆虫類の任意調査時は林縁部を重点的

に確認してほしい。 

・調査期間は昨今の猛暑を考慮したもので問題ないと考えている。春季調

査においても高温となる場合が想定されるため、調査を実施する際は気

温にも注意してほしい。 

 

＜底生動物＞ 

・川内村内の小白井川は底生動物の多様性が高い。また、地図に掲載され

ていない小さな沢も多く、このような場所でトワダカワゲラが確認され

ている。本種は重要種ではないものの、浜通り地域では生息地や個体数

が少ないため注目されている種である。そのため、地図に掲載されてい

ない沢についても調査ではフォローできることが望ましい。加えて、事

業地周辺は河川の源流域であるため、ムカシトンボが生息していると推

定される。本種も重要種ではないものの、生育には 5～8 年単位で生息

環境が維持されている必要がある。前述のトワダカワゲラとムカシトン

ボが生息している環境はひいては重要種も確認される可能性が高いた

め調査の際は注目してほしい。 

 

 

・事業計画やその影響範

囲なども考慮して、必

要に応じて平伏沼での

調査実施を検討する。 

 

・ご指摘を踏まえて、任意

観察調査にて踏査を実

施することとした。 

・ご指摘を踏まえて、調査

時期に留意して調査す

ることにした。 

 

 

・ご指摘を踏まえて、生息

状況に留意して調査す

ることとした。 
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表 4.2-2(5) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応（専門家 E） 

意見聴取日：令和 6 年 11 月 8 日 

専門分野 意見の概要 事業者見解 

植物 【所属：大学教授】 

＜植生＞ 

・事業地周辺は衛星写真を確認した限り大径木がほとんど確認できず、二

次林が大半を占めると思われる。しかしながら、阿武隈山地は極相がモ

ミ、コナラ及びミズナラ林とされており、これらの大径木がないか胸高

直径（目安は 3m 以上）を確認する必要がある。 

・環境省植生図では植生自然度は 7 であるものの、対象事業実施区域内か

つ風力発電機設置位置にブナ-ミズナラ群落が位置している。東北地方の

太平洋側のブナ林は日本型と異なり、存在自体が学術的及び保全的両方

の面から重要であるため、現地調査で実際にブナ林と確認された場合は

回避する方が望ましい。 

・大径木の確認は任意調査時で問題ない。本件に関しては、種組成の把握

よりも樹林自体の年齢を確認することを優先としてほしい。その結果、

戦後に成立したような樹齢の若い二次林であることが判明した場合は大

径木以外伐採等で改変しても問題ないと考えている。また、ブナ林の近

傍で伐採等を行うことは問題ない。いずれにせよ現地調査にて実際にブ

ナ林か否かを確認する必要がある。 

・「地図・空中写真閲覧サービス」（国土交通省 HP、閲覧：令和 6 年 11 月）

による 1947 年の空中写真では事業地周辺はほとんど樹木が伐採されて

いる。1970 年代はアカマツ等による樹林化が進行しているものの、大径

木はほとんど確認できない。そのため、事業地周辺はほとんどが二次林

であると思われる。ブナ林も存在していたとしても二次林である可能性

がある。なお、現地調査でブナ林が確認された場合においても、まとま

った林分や大径木でない限り配慮はしないでよいと考えているが、前述

のとおり東北地方の太平洋側のブナ林は全体的に縮小傾向であるため、

ある程度まとまって生育している、成熟している林分の場合は原則回避

した方がよい。 

・本事業が今後審査等を含めて植生によって計画変更が求められるケース

としては、ミズナラ及びコナラ林の極相に近い大径木が確認された場合

が想定される。したがって、植生調査でコドラート調査地点において、

改変計画変更につながる恐れのない植林地、伐採跡地群落及び牧草地は

1 地点でも問題ないと考えている。 

 

＜植物種＞ 

・事業地周辺で注意を要する植物種としては、福島県で特定希少野生動植

物に選定されているクマガイソウ及びコクラン、「環境省レッドリスト

2020」（環境省、令和 2 年）で絶滅危惧ⅠA 類に選定されているシロテン

マがあげられる。シロテンマは全国的にはかなり希少な種であるが阿武

隈山地では二次林でも確認される。また、草地性の種としては、「環境省

レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）で絶滅危惧Ⅱ類に選定されて

いるキキョウ、ヒロハノカワラサイコ、キセワタ等があげられる。これ

らの種は事業実施に伴う伐採等で新たに生育環境が創出されるケースも

考えられる。これらの種は牧草地よりも林縁やアカマツの疎林等で確認

されることが多い印象である。 

・衛星画像で確認した限り、事業地周辺に岩場もほとんどないと思われる。

踏査で尾根沿い等の日当たりの良い場所に岩場があった場合、出現する

種も異なるため現地調査で実態を確認してほしい。 

 

 

・ご指摘を踏まえて、現地

調査時に確認された重

要種の生息環境等の記

録に努めることとし

た。 

・ご指摘を踏まえて、現地

調査の結果から事業計

画を検討する。 

 

・ご指摘を踏まえて、ブナ

林の有無について現地

調査時に確認する。 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、現地

調査の結果から事業計

画を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、現地

調査時に記録に努める

こととした。 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、生育

状況に留意して調査す

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘を踏まえて、現地

調査時に記録に努める

こととした。 
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第5章 環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地 

 

委託事業者の名称 ：一般財団法人日本気象協会 

代表者の氏名 ：代表理事会長 武藤 浩 

主たる事務所の所在地 ：東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 
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